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（１）地球温暖化防止に関連する国際法原則の内容と射程に関する検討 
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［要旨］国際社会が合意を積み重ねてきた法原則に基づいて中長期的な国際制度のあり方を検討する

ことは、国家の合意可能性を高め、環境上の有効性という条件を満たす制度の構築という観点から有

効である。京都議定書に見るように、削減負担の配分だけではなく、京都メカニズム（市場メカニズ

ム）や遵守制度、資金供与・技術移転、適応策など多数の制度要素から温暖化防止の制度は構成され

る。国連気候変動枠組条約 3 条が定める原則（衡平、共通だが差異ある責任原則（CBDR）、予防原則な

ど）、温暖化防止の国際制度に関連するその他の原則（汚染者負担原則（PPP）、平等原則など）は、複

数の制度要素の局面に関連し、反対に、複数の原則が機能する中でそれぞれの制度要素のあり方が規

定されている。予防原則は、枠組条約 2 条の中長期目標の水準や設定の方法の議論において主として

機能する。他方で、衡平 CBDR などの原則は、資金供与、技術移転なども含めた制度全体の設計のあり

方を規定し、なかでも、国家間、とりわけ、先進国と途上国間の負担配分の局面で機能する。CBDR は、

地球環境保護を全ての国家の責任としつつ、問題への寄与度や問題解決能力に応じて先進国はより重

い責任を負うべきとする原則であるが、多国間交渉の中から生成し、国際協力の基礎を提供する役割

を果たし、多数の条約に「差異化」の実行が広範に受け入れられている。他方で、各国国内法では確

立した環境保全の分野の費用負担の配分原則である PPP が地球環境問題の費用負担に適用されること

は少なく、実効的な問題解決のための費用負担のあり方があらかじめ措定され、その正当化を図る一

資源としてある特定の費用負担原則が動員されることが多い。しかし、途上国支援の必要性を承認し

つつ、外部不経済の内部化と正義・公平の観点から、PPP は、温暖化の費用負担、とりわけ、適応費

用の負担配分の基盤を構成しうると考えられる。PPP の国際レベルでの適用に対する国際社会の合意

の範囲、費用負担のために必要な科学的知見の限界をふまえてさらに検討を進める必要がある。 

 

［キーワード］（地球）温暖化、共通だが差異ある責任原則、汚染者負担原則、原因者負担原則、予防

原則 

 

１．はじめに 

 2005 年 2 月の京都議定書の発効によって、地球温暖化防止の国際交渉は、京都議定書の第 1 約束期

間の実施準備から、2013 年以降の中長期的な国際制度の構築という新たな段階に移った。すでに欧米

の研究者・研究機関を中心に、2013 年以降の中長期的な国際制度の提案が示されている。多くの研究
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は、米国が参加していない状況と途上国が将来的に削減努力に参加する必要性から、制度の合意可能

性と温暖化防止のための制度の有効性に主たる力点を置いており、そのために、削減の効率性を確保

しながら国家間の削減コストの負担をいかに衡平に行うのかという点に重点が置かれている。他方で、

国際社会はこれまで環境保護と持続可能な発展の実現のための関連する国際法上の原則を発展させて

きた。温暖化防止の国際制度の基盤であり、京都議定書の親条約である国連気候変動枠組条約（UNFCCC）

も、共通だが差異ある責任原則（CBDR）、応能負担原則などを定めている。また、各国の国内法におい

て、環境悪化に関わる費用の負担配分の原則として原因者負担原則（PPP）が共通して見られ、直接の

言及こそないもののその他の国際条約等においては、原因者負担原則（PPP）を制度化したと思われる

ものも見られる。国際社会がこれまで合意を積み重ねてきたこうした原則に基づいて中長期的な国際

制度のありかたを検討することは、合意可能性を高め、かつ、環境上の有効性という条件を満たす制

度の構築という観点から有効である。そうした観点から、本研究では、温暖化防止の国際制度に関連

すると考えられる法原則の含意と機能に焦点を置いた検討を行う。 

 

２．研究目的 

 サブテーマ 1 の研究は、温暖化防止の国際制度に関連すると考えられる諸原則の射程、原則相互の

関係を明らかにし、国際社会が積み上げてきた合意の意味を明らかにすることで、これらの法原則が

中長期的な国際制度設計において果たしうる機能と限界を検討することを目的としている。その上で、

これらの法原則を踏まえたあるべき国際制度案を提示することを目標としている。こうした検討は、

国際制度に関する諸提案についての、これまでの国際社会の合意の到達点から見た合意可能性という

観点からの評価を与え、制度の構築に向けての示唆を与えることに資する。 

 

３．研究方法 

 本サブテーマは 5 つの機関により遂行しているため、ここでは、5 つの機関でどのように作業を分

担・共同して研究を遂行するかという方法と、5 つの機関で共通してとっている研究方法について記

載する。それぞれの機関で遂行された研究項目について、特徴的かつ詳細な研究方法については、結

果・考察で記載する研究項目ごとに補足している。 

 第一の研究の柱は、温暖化防止の国際制度に関連すると考えられる諸原則の射程、原則相互の関係

の検討である。対象とする原則として、①国連気候変動枠組条約 3 条に定める気候変動枠組条約とそ

の下で採択される法的文書に適用される原則（衡平、共通だが差異ある責任原則、応能原則、予防原

則など）、それに加えて、地球温暖化防止の国際制度に関連すると想定される②他の環境条約において

規定されている原則と③環境保護分野に限らず国際法一般に見られる原則（平等原則など）を視野に

入れ、とりわけ関連性・重要性が高いと思われる原則について、担当機関を決めてその射程を明らか

にする検討を行った。原則の分析に共通する方法として、（i）原則に関する文献調査により、また、

（ii）原則が規定された交渉の過程、その後の適用状況を関連する第一次資料に基づいて、分析を行

っている。そのうえで、温暖化防止の国際制度の制度構成要素との関係で、原則が適用される局面と

原則相互の関係について検討を行った。 

 第二の研究の柱は、温暖化防止の国際制度としてすでにいくつか提示されている制度の提案・アイ

ディアにおいて、これらの原則がどのような位置づけを与えられているか、について検討を行った。

第一の研究の柱での研究成果をふまえつつ、制度提案を詳細に検討し、それに関する文献調査を行う
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という方法で検討を進めた。また、削減負担の配分に重点が置かれがちであるが、これまでの排出か

ら生じる温暖化の悪影響への適応が国際交渉上も重要な問題となっており、中長期的な国際制度にお

いても重要な制度構成要素となる可能性が高いため、適応策の局面における法原則についても検討を

行っている。 

 

４.結果・考察 

（1）国連気候変動枠組条約における法原則の検討（龍谷大学） 

 国連気候変動枠組条約 3 条は、条約の目的を達成し、条約を実施するための措置をとるにあたって、

指針とすべき 5 つの原則を定めている。1）衡平の原則、共通だが差異のある責任原則、2）発展途上

国などの個別のニーズ、特別な事情の考慮原則、3）予防原則、4）持続可能な発展の原則、そして、5）

協力的・開放的な国際経済体制の確立に向けての協力原則である 1）。 

1）衡平の原則および共通だが差異のある責任原則 

 衡平の原則、共通だが差異のある責任、および、各国の能力にしたがって、現在および将来の世代

のために気候系を保護すべきであり、それゆえ、先進国は率先して気候変動およびその悪影響に対処

すべきという原則である。後述するように、条約では、先進国と発展途上国の間で義務の内容に差異

を設け、議定書では、第一約束期間については、先進国のみが数量化された削減義務を負い、発展途

上国はこのような削減義務を負っていないが、このような規定は原則の具体的な現れである。ただし、

条約の前文冒頭は「地球の気候の変化とその悪影響が人類の共通の関心事」であることを承認してい

る。1960 年代後半以降、深海底や月などの天体の規制の文脈で唱えられた「人類の共同遺産（common 

heritage of mankind）」という概念が、規制対象となる空間の専有の禁止やそこで得られる利益の衡

平な配分といった帰結を導くものであったためか、この概念は用いられていない。「人類の共通の関心

事」という概念は、気候変動の性格に照らして、すべての国によるできる限り広範な協力と、効果的

で適切な国際的対応への参加を要請している。 

 

表 1 条約 3 条 1 項の規定 

条約 3 条 1 項 

英語原文 公定訳 

‘The Parties should protect the climate system 

for the benefit of present and future 

generations of humankind, on the basis of 

equity and in accordance with their common but

differentiated responsibilities and 

respective capabilities. Accordingly, the

developed country Parties should take the lead 

in combating climate change and the adverse 

effects thereof.' 

「締約国は、衡平の原則に基づき、かつ、それぞ

れ共通に有しているが差異のある責任及び各国の

能力に従い、人類の現在及び将来の世代のために

気候系を保護すべきである。したがって、先進締

約国は、率先して気候変動及びその悪影響に対処

すべきである。」 

（いずれも下線は筆者） 

 

2）発展途上国などの個別のニーズ、特別な事情への考慮原則 
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 発展途上国（特に気候変動の悪影響を著しく受けやすい途上国）および条約により過重なまたは異

常な負担を負うこととなる締約国の個別のニーズおよび特別な事情について十分な考慮が払われるべ

きという原則である。 

 

条約 3 条 2 項 

英語原文 公定訳 

‘The specific needs and special circumstances 

of developing country Parties, especially 

those that are particularly vulnerable to the 

adverse effects of climate change, and of those 

Parties, especially developing country

Parties, that would have to bear a 

disproportionate or abnormal burden under the 

Convention, should be given full

consideration.' 

「開発途上締約国（特に気侯変動の悪影響を著し

く受けやすいもの）及びこの条約によって過重又

は異常な負担を負うこととなる締約国（特に開発

途上締約国）の個別のニーズ及び特別な事情につ

いて十分な考慮が払われるべきである。」 

（いずれも下線は筆者） 

 

3）予防原則 

 条約は、深刻なまたは回復不可能な損害のおそれがある場合には、科学的な確実性が十分にないこ

とをもって、気候変動の原因を予測し、防止し、または、最小限にするための予防措置をとることを

延期する理由とすべきではないとする。ただし、このような気候変動に対処するための政策および措

置は、費用対効果の大きいものとすることを考慮すべきであるとしている。これらの文言は、第二回

世界気候会議閣僚宣言やリオ宣言原則 15 とほぼ同じものである。予防原則における費用対効果性の言

及に欧州の数カ国が異議を唱えたことなどから、費用対効果性については分けてこのように言及され

ることとなった。 

 

条約 3 条 3 項 

英語原文 公定訳 

‘The Parties should take precautionary measures 

to anticipate, prevent or minimize the causes 

of climate change and mitigate its adverse 

effects. Where there are threats of serious or 

irreversible damage, lack of full scientific

certainty should not be used as a reason for 

postponing such measures, taking into account 

that policies and measures to deal with climate 

change should be cost-effective so as to ensure 

global benefits at the lowest possible cost. To

achieve this, such policies and measures should 

「締約国は、気候変動の原因を予測し、防止し又

は最小限にするための予防措置をとるとともに、

気候変動の悪影響を緩和すべきである。深刻な又

は回復不可能な損害のおそれがある場合には、科

学的な確実性が十分にないことをもって、このよ

うな予防措置をとることを延期する理由とすべき

ではない。もっとも、気侯変動に対処するための

政策及び措置は、可能な限り最小の費用によって

地球的規模で利益がもたらされるように費用対効

果の大きいものとすることについても考慮を払う

べきである。このため、これらの政策及び措置は、
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take into account different socio-economic 

contexts, be comprehensive, cover all relevant 

sources, sinks and reservoirs of greenhouse 

gases and adaptation, and comprise all economic 

sectors. Efforts to address climate change may

be carried out cooperatively by interested 

Parties.' 

社会経済状況の相違が考慮され、包括的なもので

あり、関連するすべての温室効果ガスの発生源、

吸収源及び貯蔵庫並びに適応のための措置を網羅

し、かつ、経済のすべての部門を含むべきである。

気候変動に対処するための努力は、関心を有する

締約国の協力によっても行われ得る。」 

（いずれも下線は筆者） 

 

4）持続可能な発展の原則 

 締約国は、持続可能な発展を促進する権利と責務を有する。発展途上国は、発展の権利を承認する

文言を入れることを主張したが、先進国、とりわけアメリカは、発展の権利の承認が、途上国が先進

国からの資金援助を要求する根拠となることを懸念して反対した。他方、途上国は、発展が持続可能

なものであるべきことを承認する文言となることが、新たな資金援助のコンディショナリティになる

ことをおそれて「持続可能な発展」の文言を挿入することに反対した。この原則の文言は、それらの

主張の妥協であるが、持続可能な発展を促進する「権利」を承認しつつ、他方で、その「権利」の実

現にあたっては、その発展が持続可能なものとなることを条件としている。ただし、持続可能な発展

を促進するのは「責務」（should）であって、法的義務としては定められていない。 

 

条約 3 条 4 項 

英語原文 公定訳 

‘The Parties have a right to, and should, 

promote sustainable development. Policies and 

measures to protect the climate system against 

human-induced change should be appropriate for 

the specific conditions of each Party and

should be integrated with national development 

programmes, taking into account that economic 

development is essential for adopting measures 

to address climate change. ' 

「締約国は、持続可能な開発を促進する権利及び

責務を有する。気候変動に対処するための措置を

とるためには経済開発が不可欠であることを考慮

し、人に起因する変化から気侯系を保護するため

の政策及び措置については、各締約国の個別の事

情に適合したものとし、各国の開発計画に組み入

れるべきである。」 

（いずれも下線は筆者） 

 

5）協力的・開放的な国際経済体制の確立に向けての協力原則 

 とりわけ、気候変動に対処する措置と貿易の関係について言及し、「国際貿易における恣意的もしく

は不当な差別の手段または偽装した制限となる」ような措置を禁止する GATT20 条の規則を取り入れて

いる。ただし、条約上どのような措置が「恣意的もしくは不当な差別の手段または偽装した制限」と

して具体的に禁止されるのかは予断していない。 

 

条約 3 条 5 項 
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英語原文 公定訳 

‘The Parties should cooperate to promote a 

supportive and open international economic 

system that would lead to sustainable economic 

growth and development in all Parties,

particularly developing country Parties, thus 

enabling them better to address the problems of 

climate change. Measures taken to combat 

climate change, including unilateral ones,

should not constitute a means of arbitrary or 

unjustifiable discrimination or a disguised 

restriction on international 

trade.' 

「締約国は、すべての締約国（特に開発途上締約

国）において持続可能な経済成長及び開発をもた

らし、もって締約国が一層気候変動の問題に対処

することを可能にするような協力的かつ開放的な

国際経済体制の確立に向けて協力すべきである。

気候変動に対処するために止られる措置（一方的

なものを含む。）は、国際貿易における恣意的若し

くは不当な差別の手段又は偽装した制限となるべ

きではない。」 

（いずれも下線は筆者） 

 

 これらの原則の法的性格をめぐっては、途上国が、条約を実施し発展させる指針として「原則」を

定めることを主張したのに対して、米国が、「原則がたんに締約国の意思を表明したり、条約上の義務

を解釈する文脈を定めるのであれば条約の規定として挿入する必要はなく前文に定めればよい」「原則

が条約上の義務であるならば条約上の義務として定めるべきである」2）とその法的性格の曖昧さを理

由に反対した。結果として、条約では、途上国の主張を認める形で規定されることとなったが、米国

の主張を受けて、①原則が、締約国が条約の目的達成と実施のためにとる措置の指針であることを明

記する柱書（chapeau）を追加し、②規定の名宛人を一般的な「国家（States）」から「締約国（Parties）」

に変更し、③柱書に「特に（inter alia）」と付け加えた。これらの変更、3 条に言及する原則が網羅

的または絶対的なものではなく、これらの原則以外の原則も条約実施の指針となりうることを示唆し、

3 条の定める原則が、一般国際法上の原則として条約の適用範囲を超えて国家を一般的に拘束するも

のとならない、ということが米国による修正要求の背景にあったとされる。 

 こうした条文の起草過程から 3 条の原則の法的地位は、締約国がとるべき具体的な行動を定めるも

のではなく、この条約の目的を達成し、その規定を実施する行動（気候変動枠組条約とそのもとでと

られる行動）に限定して適用されるものと考えられる。しかし、①交渉において、米国じしんが、3

条が他の条約の規定と同様に法的拘束力を有するものとして、3 条の規定の法的意味を制限しようと

試みたこと、②14 条の紛争解決手続のもとで締約国は 3 条違反を認定されないことを明記しようとし

たが認められず、現在の条文になった 3）ことから、何の法的拘束力もないとはいえない。ただし、そ

の規定の一般性や各原則の規定にあたっては締約国の義務を「should」という用語を使用して規定し

ていることなどから、原則の解釈と実施について締約国に大きな裁量を与えると考えられる。 

 

 

（2）国連気候変動枠組条約 3 条の原則条項の起草過程の検討（海上保安大学校） 

  主に国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の起草過程の公式記録を検討することで、起草過程において

UNFCCC 第 3 条の原則間の関係がどのように捉えられていたかについて検討するという方法をとった。 
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 UNFCCC の起草過程において、議論のたたき台となる条約草案が作成されたのは、1991 年 9 月の第 3

回政府間交渉委員会（Intergovernmental Negotiating Committee: INC）においてである（なお、UNFCCC

の起草過程において INC は合計 6 回開催されており、第５回 INC は第一部と第二部で２回開催されて

いる。）。それ以前の段階においては、各国間の意見の対立が激しく、特に先進国と途上国の間での対

立が激しかった。先進国と途上国は、条約交渉外でそれぞれ会議を開催し、それぞれの主張を反映し

た「宣言」を行った。 

 1991 年 6 月、途上国グループと中国は「環境と発展に関する発展途上国会議」を開催し、次のよう

な「北京宣言」を採択した。 

 

「温室効果ガスの排出に対する責任は、歴史的および累積的見地、ならびに現在の排出量の両方から

検討されなければならない。衡平原則に基づき、より多くの汚染を引き起こすこれらの先進国がより

多くの貢献をしなければならない。……現在交渉中の気候変動に関する枠組み条約は、先進国にこそ

温室効果ガスの過剰な排出に対して主要な責任があること、およびこれらの先進国こそがそのような

排出量を安定化させ、削減するための即時的な行動を取らなければならないということを明確に認識

すべきである。発展途上国は、近い将来において、いかなる義務の受諾も期待されることはない。」

（A/CONF.151/PC/85, annex, Beijing Ministerial Declaration on Environment and Development, 

paras, 12-13.） 

 

 これに対して、1991 年 7 月、先進国側は、ロンドン・サミットにおいて、気候変動問題に言及した

次のような「経済宣言」 を採択した。 

 

「49. 国際的には、我々は、環境問題に対処するための協力的取組みを国際的に開発しなければなら

ない。先進国は、自ら範を示し、もって開発途上国及び中・東欧諸国がその役割を果たすよう勧奨す

べきである。1992 年 6 月の国連環境開発会議（UNCED）は、画期的な出来事である。環境に関する数

多くの国際的な交渉は、ここで最高潮を迎える。我々は、会議の成功のため努力し、必要な政治的弾

みをその準備に与えることを約束する。 

 我々は、UNCED の開催までに以下のことを実現するよう目指す。  

(a) 適切な約束を含み、温室効果ガスの全ての排出源と吸収源を対象とする気候変動に関する効果的

な枠組み条約。我々は、条約を補強する実施議定書に関する作業を促進するよう努める。全ての参加

国は、温暖化への適応を容易にする措置を含め温室効果ガスの純排出量を制限する具体的な戦略を策

定し実施することを約束すべきである 。先進国による顕著な活動は、交渉に不可欠な開発途上国及び

東欧諸国の参加を促進する。」 

 

 1991 年 9 月の第 3 回 INC の公式記録(A/AC.237/12)のパラグラフ 74 は、①政府代表の大半が、原則

に関する章（chapter）は、条約の下で合意される約束と関連するメカニズムの基礎を提供するもので

あるので、不可欠であると主張したこと、②政府代表の多くが、原則は条約の下で決定される義務

(obligation)と密接な関連性を有するべきであると主張したこと、また、③政府代表の中には、原則

に関する章を設ける必要性に疑義を表明した代表もいたことを指摘している。 

 同パラグラフ 75 は、①数名の政府代表が、原則に関するいくつかの文言を、前文か約束
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(commitments)に関する章に移すのが適切であると指摘したこと、②原則に関する章の挿入に好意的な

見解を表明した政府代表が、原則に関する章は簡潔なものとし、挿入する原則は、条約の下で合意さ

れる約束と関連するメカニズムの確固たる基礎を規律し、またそのような基礎を提供する若干の主要

な原則にとどめるのが望ましいと表明したことを指摘している。 

 同パラグラフ 76 は、①主権原則(the principle of sovereignty)、衡平、「共通だが差異のある責

任」(CBDR)と予防原則の挿入については広範な支持を得たこと、②しかし、その文言と条約における

位置については見解の相違がみられたこと、③「発展の権利」については広範な支持があったものの、

疑問を表明する代表もいたこと、④汚染者負担原則（PPP）と the principle of non-conditionality

の挿入については、これら二つの原則の解釈や法的含意の捉え方に違いがあり、合意に達しなかった

こと、⑤追加的財源と技術移転の原則(the principle of additional financial resources and 

transfer of technology) の挿入を最重要の原則であると捉える若干の政府代表がおり、また、それ

は義務か約束のいずれかで実現されるのがベストであると表明した代表もいたことを指摘している。 

 第 3 回 INC のいくつかの指摘にみられるのは、UNFCCC の原則条項とそれ以外の条項との整合性を不

可欠とする指摘である。このような指摘は、条約の起草に参加した多くの国が、原則の射程が条約採

択後の過程で無限に広がりかねないことを危惧し、UNFCCC の条文において原則の具体化をあらかじめ

示しておくことで、原則の射程をできるだけ限定しておくことを意図したものと解される。 

 この点は、UNFCCC 第 3 条 1 項に規定されている CBDR の「共通の責任」と「差異のある責任」を、

第 4 条に規定されている「すべての締約国の約束」と「附属書Ⅰ国の約束」に対応させて解する立場

の有力な根拠となる。このような解釈の立場にたつと、「共通の責任」は、温室効果ガスの排出を削減

する一般的な責任ではなく、あくまでも国別目録の作成・更新・公表・提供等の責任にとどまること

になる。 

 1991 年 12 月の第 4 回 INC の公式記録(A/AC.237/15)のパラグラフ 50 は、①「持続可能な発展」（SD）

概念、環境保護と経済発展の統合の必要性、人類の現在と将来の世代のために気候を保護する必要性、

CBDR、予防原則、途上国の特別な必要性(needs)に基づく義務の免除については、一般的な合意が得ら

れたこと、②他方で、第 3 回 INC における議論に引き続き、原則に関する条文を設定する必要性に疑

義を表明する国や、原則は約束に関する条文の交渉を導くという点において重要であると指摘する国

もあったことを指摘している。 

 また、第 4 回 INC における二つの作業部会の議論をふまえて、条約草案「統合作業文書（Consolidated 

Working Document）」が作成された。第５回 INC 第一部では、この草案をたたき台にして議論すること

となった。原則は同草案の第 2 章で扱われている。 

 この草案では、第 3 回 INC における議論では疑問が表明されていたにも関わらず、その冒頭の第 1

項で、「発展の権利」について規定されている点が注目される。「発展の権利」に関する条項案の第二

文には、「経済発展は、気候変動に対処するための措置を講じるうえで不可欠である。」とあり、「環境

保護」と「経済発展」の二つの要請のうち、後者に重きを置いている。この点で、ここでの「発展の

権利」は、1986 年のブルントラント委員会報告書で提示された、これら二つの要請の統合を図った SD

とは発想が異なる 。第三文もまた、「発展途上国の純排出量は、その社会的かつ経済的な発展の必要

性(needs)を充足することを妨げられない 。」とあり、「経済発展」に重きを置いている。 

 第 2 章第 2 項では、SD について規定している。現在と将来の世代のための SD を目的とする義務（a 

duty）を負う主体は「すべての国（All States）」と規定されており、条約定立過程における SD への
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広範な支持を伺わせる。そして、その内容は、「地球の気候(the global climate)の保護」と「経済発

展」の統合の必要や、「気候変動に対処するための措置」と「国内の発展プログラム」の統合の必要を

うたう、SD のオーソドックスな内容である。 

 第 4 回 INC の段階では「発展の権利」と SD それぞれについての条項案が設けられていたが、最終的

には、条約第 3 条第 4 項の第一文で SD について規定する条文に統合された。「発展の権利」自体は明

示されなくなったが、条約第 3 条第 4 項の第二文の冒頭では、上記「発展の権利」に関する条項案で

示されていた、経済発展を環境保護の前提と捉える趣旨の文言が挿入されており、他方で、同文の後

半で、当該経済発展の計画において環境保護の配慮を組み込むべきとして、「環境保護」と「経済発展」

の二つの要請のうち、後者に重きを置きつつ、二つの要請の統合を図っている。 

 なお、米国政府の代表が「原則」という表題が付された第 3 条に規定された SD が「執行可能な法原

則」と解されてしまうことを危惧したことから、第 1 条（定義）の冒頭に、「注 各条の表題は、専ら

便宜のために付するものである。」との文言が挿入されることとなった。 

 第 2 章第 3 項では、衡平と CBDR の二つの原則について、両者を関連させつつ、規定している。第一

文では、「すべての国（All States）は、（世代内と世代間の）衡平に基づき、人類の現在と将来の世

代のために、気候系を保護する義務（an obligation to protect the climate system）を負う。」と

あり、続く第二文で、「この義務は、その履行にあたっては、（先進国と発展途上国間の）共通だが差

異のある責任と能力に従って、温室効果ガスの排出の大半は先進国に起因するものであり、先進国が

気候変動とそれによる悪影響に対処する主たる責任を有することを十分に考慮し、異なる時間枠にお

いて、達成される。」とある。 

 ここでは、第一文で、衡平に基づき、「気候系を保護する義務」を一般的に設定したうえで 、第二

文で、先進国と途上国の間で、CBDR と能力に基づき、義務の差異化を図るという構成である。ここで、

衡平は、義務の差異化の段階ではなく、あくまでも一般的な義務を抽出する段階で、機能している点

が注目される。 

 他方で、同項の代替案(alternative 3)では、第二文で、同じく、衡平に基づき、「大気を保全する

義務」を一般的に設定したうえで、第三文で、「このような大気保全の共通の義務（This common 

obligation to protect the atmosphere）」を CBDR に従って先進国と途上国の間で「衡平に」配分し

ている。ここで、衡平は、一般的な義務を抽出する段階と差異化の段階の双方で用いられている。 

 最終的に、UNFCCC の第 3 条第 1 項は、「締約国は、衡平に基づき、かつ、それぞれ共通に有してい

るが差異のある責任及び各国の能力に従い、人類の現在及び将釆の世代のために気候系を保護すべき

である(The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future 

generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but 

differentiated responsibilities and respective capabilities.)。」と規定している。起草過程の

条文案において衡平に基づく文と CBDR と能力に基づく文が分かれていたのに対し、両文が一文に統合

され、「衡平」と「CBDR と能力」が「かつ(and)」で並置され、また、条文案にあった「気候系を保護

する義務（an obligation to protect the climate system）」が「締約国は……気候系を保護すべき

である(The Parties should protect the climate system …)」に表現を変え、国際条約で締約国に

拘束力のある義務を課す条文で用いられる “shall” ではなく “should” を用いることで、拘束力

の緩和がなされた。そのため、CBDR における「共通の責任」の実体が条文案と比較して曖昧となった。 

 1992 年 2 月の第 5 回 INC 第一部における二つの作業部会の議論をふまえて、条約草案「交渉改訂テ
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キスト（Revised Text under Negotiation）」が事務局によって作成された。原則は同草案の第 2 条に

記されているが、同会合では、第 3 項と第 10 項については十分な議論をしておらず、また、第 1 項、

第 6 項、第 7 項と第 11 項についてはまったく議論していないので、修正もなく、条約草案が確定した。 

 

 

（3）国際法における予防原則の射程 4）と 2013 年以降の国際制度設計における役割と機能に関する検

討（龍谷大学） 

1）国際法における予防原則とその展開 

 気候変動枠組条約3条3項は、上記のような原則の一つとして以下のように予防原則を定めている。 

 「環境を保護するために、予防的アプローチは各国によってその能力に応じて広く適用されなけれ

ばならない。深刻または回復不可能な損害のおそれがある場合には、科学的な確実性が十分にないこ

とをもって、環境悪化を防止するための費用対効果の大きな措置とることを延期する理由とすべきで

はない」 

 伝統的に、国際法は、国家主権の名の下に、国家がその領域を自由に使用する権利を承認してきた。

20 世紀になると、こうした絶対主権論は否定され、国家の領域使用の自由は、他国の権利を侵害しな

い範囲で認められることが確認された。しかし、それでもなお、国際法の役割は、他国に損害が生じ

た後にその損害に対する国家の責任を確定することに限られていた。とりわけ 1970 年代以降、こうし

た事後的対応では環境を保護することはできないという認識が高まり、他国の環境や国家の管轄権を

越える地域の環境に損害を与えないよう未然に防止する義務が承認されるようになった。しかし、こ

うした越境損害防止義務も、原因行為と予測される損害との間の因果関係が科学的に相当に根拠づけ

られていることを想定としていた。それに対して、現在の国際法が直面しているのは、想定される結

果が生じる蓋然性や想定される結果の科学的証拠に不確実さが存在するという事態である。 

 こうした科学的不確実性に直面して登場したのが予防原則/予防的アプローチ（precautionary 

principle/ precautionary approach）である。予防原則の定式化は文書により様々だが、(i）損害や

悪影響のおそれがあるが、（ii）科学的確実性が十分にない場合でも、（iii）環境悪化を未然に防止す

る措置をとる、というのがその共通要素である。なお、国際法上の一般原則として予防「原則」と呼

びうるのか、単なる「アプローチ」にとどまるのかは、「予防」が慣習法の原則か否かという争点と関

連して国家間で争いがある。ここでは、条約などからの引用箇所を除き、予防原則と予防的アプロー

チを区別しないで「予防原則」という用語を使用する。 

 予防原則は、元来、規制権限を有する行政機関は、危険の可能性を予期し、できるかぎりそれを防

止することで環境リスクを最小にするべきであるという 1970 年代の西ドイツの「vorsorgeprinzip」

の考え方に基づくものであったと言われる。その後、その他の欧州諸国、米国などの先進国において

も予防措置がとられるようになった 5)。国際社会においては、環境問題の深刻化とこれまでの様々な

経験から、科学的に確実となってからでは環境への脅威に効果的に対応できない場合があり得るとい

う認識から、問題の解決のために国家が国際的に共同行動をとる際に、科学的不確実性が存在してい

る場合でも未然防止措置をとることが合意されるようになった。1982 年に国連総会で採択された世界

自然憲章が、国際レベルで予防原則が最初に承認された文書であるとされる。1985 年のオゾン層保護

条約は、その条文に予防原則の言及こそないものの、現実の損害について確固とした証拠が提示され

る前に未然防止措置の必要性を認めた最初の国際条約と評されている。 
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 80 年代末以降採択された環境条約における予防原則の言及は顕著であり、オゾン層保護、地球温暖

化から海洋環境の保護まで様々な分野の条約に共通して見られる。しかし、環境条約における定式化

と実定法化の程度は様々である。第一に、予防原則がどの程度具体的に国家の行動規範として規定さ

れているかが異なる。気候変動枠組条約 3 条 3 項のように、条約の一般原則として一般的抽象的に定

める条約もあれば、国連公海漁業実施協定のように、予防的アプローチの適用を締約国に一般的に義

務づけたうえで、科学的不確実性を伴う潜在的リスクに対してとるべき具体的な措置や手続を定めて

いる条約もある。第二に、予防原則の適用の帰結も異なる。北東大西洋の海洋環境の保護に関する条

約（OSPAR 条約）のように、個別の締約国に対して予防原則に基づく未然防止措置をとることを義務

づける条約もあれば、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs 条約）のように、条約

の機関に対して予防的アプローチに基づいて手続を進行することを義務づける条約も見られる。他方

で、バイオセイフティ議定書のように、個別の締約国が予防的アプローチに基づく措置をとることを

許容する場合もある。また、気候変動枠組条約 3 条 3 項のように、予見される損害または結果を回避

するのにとられるべき措置の費用効果への考慮について言及するものもある。第三に、予防原則の適

用条件、とりわけ、予防原則が発動されるために必要な①科学的に完全な証拠はないものの予見され

る損害または結果の程度、②予見可能性の程度にも違いが見られる。①の予見される損害の程度につ

いて、気候変動枠組条約など予防原則を規定する条約の多くは、「深刻な又は回復不可能な損害のおそ

れがある場合」を予防原則適用の条件とする。しかし、OSPAR 条約など海洋環境保護に関する条約の

いくつかは、人の健康への危険、生物資源と海洋生態系への損害、アメニティの損失、海洋のその他

の正当な使用への干渉がありうると考える合理的な根拠がある場合に予防原則に基づいて未然防止措

置をとる、と定め、「深刻な又は回復不可能な」程度の損害が予見されることまでは要求していない。

②の予見可能性の程度については、一般に、損害の「おそれ」の存在を要件とするものが多いが、一

定の「合理的根拠（理由）」の存在を求める条約（OSPAR 条約、ロンドン条約 1996 年議定書など）が

ある。POPs 条約は、「地球規模の措置が正当化されるような重大な人の健康及び/又は環境への悪影響」

のおそれがあると「委員会が決定」することを原則発動の要件としている。また、科学的不確実性が

どこに存在する場合に予防原則が発動されるのかという点について、特定しない条約（気候変動枠組

条約）や、原因行為と損害または影響の因果関係の不確実性を問題とする条約（OSPAR 条約など）が

多いが、損害の程度やリスクの水準（バイオセーフティ議定書）、損害を被るおそれのある資源の条件

（国連公海漁業実施協定）の不確実性を問題とする条約もある。 

 90 年代半ば以降、国際裁判においても予防原則が紛争当事国により援用され、その解釈や適用が国

家間で争われる事件が増えている。一般的に、国際裁判所に持ち込まれる国家間紛争の数は限られて

いる中で、環境に関連する紛争のほぼすべてで予防原則が援用されているのは注目すべきであろう。

なお、保健・衛生分野で、世界貿易機関（WTO）の紛争処理機関でも、EU による成長促進目的でホル

モン剤を使用した牛肉の輸入禁止措置が衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS 協定）に違反す

るとして、米国とカナダが WTO に提訴した成長ホルモン事件などで予防原則が争点となっている。 

 予防原則をめぐる争点の一つは、予防原則が、個別の条約を離れて、一般的にすべての国家を拘束

する慣習国際法の原則かどうかである。学説は、慣習法説と否定説に分かれている 6)。環境条約など

における予防原則の規定の広がりはあるものの、条約の定める予防原則の内容は必ずしも一致したも

のではなく、原則の適用による効果が明らかでない場合も少なくない。さらに、気候変動枠組条約の

交渉中、米国が 3 条の原則が当該条約を超えて国際法上の原則とみなされることに反対した例をはじ
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め、自国が同意する条約の規定を離れて、予防原則を国家間関係に一般に適用される法原則とみなす

という点について国家間でなお意見の対立がある。したがって、予防原則が、現段階で慣習国際法上

の原則と考えるのは難しいだろう。国際裁判所が予防原則の慣習法性の認定を権威的に行う機会を得

ながら、判断を回避した消極的態度もそれを示唆していると言えるだろう。第二の争点は、予防原則

適用の効果としての立証責任の転換である。これまでの国際法によれば、他国の環境または国家管轄

権をこえる地域の環境に損害を与えない限りにおいて、ある国の領域内での活動は国際法上禁止され

ていないので、当該活動が損害を生じさせていると主張する側がその因果関係を証明する必要がある。

他方で、活動を行う側が、証明に関する情報を持っており、リスクに関して適切に判断を行うにあた

って必要な情報を最も容易に提示できる立場にある。現時点では、予防原則の規定が自動的または全

面的な立証責任の転換をもたらすことについて国際社会の合意はない。しかし、OSPAR 条約など、具

体的な予防措置を制度化し、それによって立証責任を転換するという手法をとる条約がある。 

 こうした不確実性を伴うリスクに対処する国際社会の一般的行動原則として予防原則の内容の明確

化、精緻化を進め、諸国間の合意形成を進めることが今後必要である。同時に、問題によってリスク

や不確実性の態様、国際社会が許容できるリスクの水準も異なるため、個別の問題ごとに潜在的リス

クに対処する枠組、国家の行動規範を構築する予防（原則）の「制度化（institutionalization）」を

進めていくことが有効であろう。温暖化問題についても同様である、こうした「予防」の制度化に向

けては、リスクが顕在化し損害を被るおそれがあり、他方で、リスク管理措置の費用を負担する市民

が、そのリスクの内容と程度について十分に知らされたうえで、その意見が十分に反映されるような

意思決定のしくみが、国際的に構築されることが必要である。さらに、こうした意思決定においては、

将来の世代がとりうる政策的選択肢を狭めないような将来配慮が必要であり、いかにこうした将来配

慮を組み込んだ合意形成を行うのか。このような合意形成のための手法についての研究も必要である。 

 

2）予防原則/予防的アプローチの国際的平面での役割と機能 6）と中長期の制度設計における役割と機

能 7） 

 まず、実際に国家間関係において予防原則が援用、適用される局面は大きく 3 つある。第 1 の局面

は、国際社会がその対処に共通の利害関係を有する潜在的リスクが問題となる局面である。地球温暖

化問題への対処や海洋汚染や海洋生物資源の保全などにもあてはまる。この局面で主として予防原則

が機能するのは、潜在的リスクに対処するための合意形成に向けた交渉の過程と、合意成立後の規則

の履行と遵守の文脈においてである。予防原則は、合意形成の過程では、より積極的な損害防止策を

とることを主張する国家に主張の論拠を提供する役割を果たす。そして、合意成立後は、潜在的リス

クに対処する国家の行動基準を提供する機能を果たし、当該合意にしたがって国家が適切に行動した

かが争われる場面でその適用が問題となる。この局面では、合意形成を通じて、問題領域ごとに不確

実性を伴うリスクへの制度的対処＝予防の制度化が進んでいる。第 2 の局面は、ある国家の領域内ま

たは管理下で行われる行為によって生じる越境損害の潜在的リスクが問題となる局面である。この局

面において、予防原則は、損害を被っているか、被るおそれのある国から、原因と目される行為を行

っている国に対して、行為の停止や損害賠償を請求する際の根拠として援用されうる。この局面では、

主として、潜在的リスクに対する越境損害防止義務の履行をめぐり予防原則が争点となる。第三の局

面は、各国が潜在的リスクに予防的に対処するためにとる国内措置が、他国の利益を侵害または他国

の利益に悪影響を与える場合である。現実に問題となっているのは、自国民の健康や動植物の保護の
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ために国家が予防的にとった措置が、他国からの輸出を制限する効果を有するとして WTO 協定適合性

が争われた事例である。こうした局面では、予防原則は、潜在的リスクに対して予防措置をとる国家

が自国の措置を正当化する根拠の一つとして援用される。予防原則は、結果として、措置により健康

や環境を保護しようとする国家の利益とその措置によって悪影響を被る他国の利益とを調整する機能

を果たす。 

 中長期の制度設計において予防原則が機能しうる１つの場面は、深刻で不可逆的な温暖化の悪影響

のリスクを回避する中長期的な目標設定とそれにむけた道筋の決定におけるリスクのヘッジ（最も悪

い方向で事態が進行してもそのリスクを社会が許容できるレベルとしうるような目標と対策のタイミ

ングの設定）である。ヘッジの程度は、ヘッジのためにとられる政策措置の費用やリスクの確率など

を社会がいかに評価し決定するかによる。しかし、短期の効果的な削減措置が遅れた場合相対的に厳

しい大気中濃度安定化目標への将来世代の選択肢が劇的に狭まると指摘されていること 8）、ヘッジの

決定は現世代と将来世代との間の世代間の衡平を枠づけるものであることに留意が必要である。こう

した不確実性に直面して意思決定を行ううえで、参加型意思決定手法の重要性が認識され、こうした

手法の適用が試みられている。中長期の制度設計において、その制度の内容とともに、損害を被るお

それがあり、他方で、リスク管理措置の費用を負担する幅広い利害関係者が関与した合意形成のあり

方とそれを規律する原則の解明が求められる。 

 

 

（4）共通だが差異ある責任原則（CBDR 原則）の機能の検討（（財）地球環境戦略機関）9） 

1）検討の方法 

 本研究は CBDR 原則の機能を制度の正当性の確保及び公正な資源配分の指針という二つの観点から

検討するものである。 

 検討の方法として、第一に、CBDR 原則に内在する原理的要請を国際法の発展に位置づけて、本原則

が国際法に基礎を置く概念として、一定の規範的意義を有することを明らかにする。第二に、原則の

機能を条約の制度設計及び運用過程に反映された「責任の差異化」の正当化作用という観点から捉え、

かかる「差異化」に反映された「配分」基準の効果を条約の実効性という観点から評価する（以上、

平成 15 年度）。 

 CBDR 原則は先進国・途上国間関係において、先進国により重い責任を課す原則である。しかし、先

進国・途上国という区分は現実には仮想的かつ暫定的なものである。同一類型の諸国間においても、

経済的発展水準及び履行能力は相違し、かかる相違は時間の推移に従って動態的に変化する。さらに、

一定の経済水準及び履行能力を有する先進締約国も個別の事情に依拠し、義務の配分における特別の

考慮を要請する（第３条４項）。このように、長期的な規制スパンを有する条約制度において、締約国

の負担配分の「衡平性」が要請されるとすれば、差異化が正当化される論拠を多面的に検討する必要

がある。そこで、第三に、CBDR の適用場面とは相違するが、具体的な削減義務を負う諸国間における

排出削減割当の差異化基準に関する議論を踏まえ、温暖化規制制度において、配分の衡平性に関わる

基準がどの程度、合意されているかという問題を検討する（以上、平成 16 年度）。 

 最後に、「途上国の意味ある参加」を巡る見解の対立を念頭に置き、差異化を流動的・動態的な概念

と捉え、差異化の適用の限界を認めることが法理論的に可能であるか、また、差異化の性質は何かと

いう問題を検討する(以上、平成 17 年度)。 
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2）CBDR の規範的意義及び制度の正当化作用 

 第一に、先行研究に依拠し、CBDR が国際法上、広範に認められる（広義の）衡平概念に依拠するこ

とを確認した。第二に、条約横断的に「差異化」の類型を整理し、「差異化」の実行が広範に受け入れ

られていることを確認した。さらに、CBDR 原則を反映すると評価され、10 年を越える運用実績を有す

るモントリオール議定書の多数国間基金を取り上げ、そのプロジェクト評価基準の検討により、差異

化に基づく履行援助の効果を評価した。 

 

a. CBDR 原則の構成要素及び内在的原理 

 CBDR の「共通の責任」は国際社会の共通利益の認識に由来するが、このような共通利益の認識は既

存の条約に規定された「人類の共通利益」、「人類の共同遺産」、「人類の共通関心事」概念等にも反映

されている。CBDR の「共通の責任」という概念はこのような概念と連続的なものと捉えられる。他方、

CBDR の「責任の差異化」は過去の地球環境悪化に対する歴史的貢献と、対応能力に応じた費用負担と

いう二つの論拠に基づき、認められる。また、途上国の特別事情及びニーズを論拠とみる見解も有力

に展開されている。このような「差異化」は国家の個別事情の考慮により、実質的平等の確保を図る

ものであり、 国際法に内在する衡平概念に基づいている。国際法上の衡平概念には、国際裁判におけ

る衡平、共有天然資源の利用における衡平利用の原則があり、新国際経済秩序(NIEO)の主張も先進国・

途上国間の歴史的な支配関係を修正し、途上国の実質的平等を要請する点において、広義の衡平に依

拠している。このように、CBDR は「共通の責任」と「責任の差異化」という矛盾する要請を内在させ

る概念である。 

実際には、「責任の差異化」は、地球環境保護を普遍的利益とみなし、途上国の協力を促進したいと考

える先進国と、協力の条件として社会的・経済的格差の是正を主張する途上国との妥協の過程で進展

した。この過程で、両陣営は差異化の論拠について、異なる解釈を主張し、このような見解の相違は

具体的な援助の指針や、差異化の適用の限界にも関連する。このように、条文上、CBDR に基づく差異

化は広範に認められているが、差異化の内容については、多義的解釈が許容されている。 

b. 責任の差異化の評価 

ア）差異化の態様 

（i）実体的義務の差異化 

 実体的義務の差異化には同一基準を定めつつ、国家の能力の相違に配慮して、弾力的な実施を許容

する義務と、基準の差異化を積極的に認める義務とがあり、後者はさらに、移行期間を設定する場合

と、差異化を積極的に認める場合とに区分できる。このような実体的義務における絶対的な差異化は

途上国の参加の誘因となるが、格差の維持は将来における負担配分を固定化し、実効的規制を阻害す

るおそれがある。しかし、条文上、差異化の適用の限界を画定する基準は明確ではなく、この点は CBDR

の「解釈」に委ねられている。もっとも、異なる論拠に基づく解釈は相互に排他的というわけではな

い。仮に、差異化の論拠を対応能力の相違を重視して捉え、差異化を条約目的と両立可能な範囲で認

めるとの前提が共有されるなら、実体的義務の差異化は対応能力の指標の明確化及び能力の補完に必

要な援助の供与により、漸進的に解消されるべきプロセスと捉える必要がある。但し、指標の評価及

び援助の範囲の決定において、CBDR の核心にある衡平性への配慮は反映される必要があり、歴史的貢

献及び経済的ニーズの論拠の基礎にある、不公正の是正という矯正的正義の要請は、目的合理性とは



 H-7-15

独立に考慮されるべき指針となると考えられる。 

（ii）実施における差異化 

 実施における責任の差異化は、履行援助に反映され、かかる実行は国際機構による国際基準の策定

や、条約実行において、生成・発展を遂げてきた。とりわけ、1990 年代以降に成立した多数国間環境

条約は技術援助、資金供与および能力開発の統合を明文で要請している。同様に、アジェンダ 21 は途

上国の持続可能な開発の支援を目的として、先進国に統合的な技術援助及び資金供与を要請している。

いずれにおいても、途上国の対応能力を国際的な援助の供与により、積極的に補完することが重視さ

れ、このような国際協力の背景には、利益の共同性の認識や、関連する規制の質的変化（持続可能な

開発の達成のような社会目標を要請する場合等。）がある。もっとも、援助の基準及び方法については

南北間の見解が対立し、具体的論点について、合意は成立していない。 

（iii）コンディショナリティ 

 援助の実効性を確保するため、モントリオール議定書は途上国の実施は資金供与及び技術移転の効

果的な実施に依存すると定め(第 5 条 5 項)、生物多様性条約にも同様の条文がある(第 20 条 4 項)。こ

のような条文が新たな受益の権利を創設するか、確認的な規定に留まるかについては争いがあり、実

際に、本条に基づき、援助の不足が争われた事例は存在していない。しかし、このような規定の存在

は、途上国に対する援助の供与が慈善ではなく、先進国の法的責任であることをより明確にする。 

イ）条約実施過程における責任の差異化 

 モントリオール議定書の多数国間基金は途上国の履行援助を目的として設立され、執行委員会の指

揮、監督の下、実施協定を締結した実施機関の協力により、運営される(第十五条五項)。執行委員会

はプロジェクト評価の過程で「増加費用」概念を解釈・適用してきたが、かかる評価基準の明確化は

容易ではなく、「増加費用」概念の適用はその内在的及び外在的制約によりしばしば阻害されてきた。

そもそも「増加費用」は援助を条約の実施に合理的に必要な範囲に限定し、途上国のニーズを充足し、

持続可能な開発の促進に必要な包括的援助を供与することを排除する基準として機能する。しかし、

現実には、多くの途上国において、条約の履行に必要な援助・助言は、一般的な行政的能力の確立と

不可分の関係にある。執行委員会も当初、維持していた両者の区別を放棄して、後者（一般的な能力

開発）を重視する政策転換を余儀なくされた。さらに、援助の効率性が重視され、プロジェクトの配

分及び実施において個々の締約国のニーズに十分な配慮が払われないならば、途上国の対応能力の相

違に基づく選別をもたらすおそれがあり、衡平性の観点からは問題となる。締約国による条約義務の

遵守を促進し、条約目的を達成するには、「責任の差異化」の基礎となる衡平性を途上国のニーズを配

慮した概念へと再定義し、途上国の統治能力の内発的変化をもたらすために、継続的な支援を行う必

要がある。 

 

3）条約義務の差異化基準の検討 

 第一に、責任の差異化の論拠を、汚染又は悪影響への貢献の割合に応じた「相対的責任」(relative 

liability)として捉えられるかを、国家責任及び賠償責任に関する先行研究に基づき検討した。第二

に、個々の条約制度内で、締約国の削減義務の差異化が合意される場合、差異化はいかなる基準に基

づき、正当化されるかを条約実行に基づき検討した。具体的には、ECE 長距離越境大気汚染条約の Sox

削減議定書において、臨界負荷量(critical load)アプローチが採用される過程と、京都議定書 AGBM

交渉における附属書 I.締約国の義務の差異化基準に関する議論とを比較検討した。 



 H-7-16

 

a. 「相対的責任」(relative liability)と捉える可能性 

 複数の原因行為による累積的損害に対し、損害発生への貢献割合に応じた「相対的責任」という概

念を構想できるかという問題は、温暖化規制制度との関連では、損害防止義務を地球温暖化のような

多数国間関係において適用可能であるか、さらに、国際法上、複数の原因者による共同賠償責任(joint 

and several liability)を認められるかという２つの観点から検討する必要がある（歴史的排出との

関連で問題となる責任の遡及的適用の取扱いについては、後述する。）。 

ア） 損害防止義務の適用可能性 

 損害防止義務は典型的には二者間において、予見可能性及び結果回避可能性を条件として、他国の

領土又は財産に対し、重大な損害が発生しないよう確保すべき国家の義務である。このような義務は

ストックホルム人間環境宣言原則 21 に導入され、「国家管轄権を越える地域」への適用も含めて、国

際慣習法化したことが認められている。もっとも、このような義務が、原因行為と結果の因果関係が

必ずしも明確でない場合に適用可能であるかは、慎重に検討する必要がある。長距離越境大気汚染に

ついては、一定の科学的予見可能を条件として、損害防止義務の適用は可能であり、少なくとも交渉

の出発点となるとの見解がある。また、損害防止義務には予防的措置の要請が読み込まれているとの

解釈があり、因果関係が不明確な温暖化問題についても、その適用可能性を肯定する余地はあると考

えられる。ただし、当該義務が要請する注意義務の程度(deligent control)は、その性質上、具体的

基準としては曖昧である。さらに、予防的対応の可否及び方法の決定が政策的判断に依存することは

しばしば指摘されている通りである。したがって、かりに損害防止義務が排出削減の基礎となるとし

ても、具体的基準の決定においては、国家の能力、経済的、社会的優先順位、防止措置の費用対効果、

環境リスクの性質及び程度等、多様な考慮事項の利益衡量が必要となる。要するに、損害防止義務を

多数国間関係において、将来の潜在的な損害に関して、適用可能性を認める可能性は存在するが、行

為規範としては一義的明確とまではいえない。 

 

イ） 共同賠償責任(joint and several liability) 

 国際法上、共同責任(joint responsibility)を認めた先例は存在せず、学説も一般に否定的である。

他方、個々の貢献割合に基づき、共同賠償責任を許容する見解は存在するが、不可分の損害につき、

責任を配分する枠組及び先例的な事例は存在しない。国連国際法委員会（ILC）の liability 条約草案

の検討過程においても、共同賠償責任という概念は支持を得なかった。 

 したがって、潜在的な損害のリスクに関連して、損害防止義務を適用し、相対的な因果関係に応じ

て責任を分担するというアプローチは、国際法上は未だ理論的課題である。ただし、このことは、環

境損害又はリスクに最も責任ある国家が最も多くの費用を負担するという原則に合意し、その実施の

ための制度を設立する試みを妨げるわけではない。このようなアプローチは厳密には法的「賠償責任」

(liability)に依拠するものではないが、国家の相対的責任という概念を一定程度、反映するものであ

り、学説上、一定の支持はある。 

 

b. 条約制度内における「責任の差異化」の基準 

ア） ECE 長距離越境大気汚染条約(LRTAP)1994 年 Sox 削減議定書交渉過程 

 LRTAP の 1985 年硫黄酸化物(Sox)削減議定書は締約国に一律削減を課していたが、規制効果が十分
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ではなく、1994 年に新たに採択された SOx 削減議定書は「臨界負荷量」(critical load)アプローチ

を採用した。臨界負荷量は臨界硫黄沈着量及び主要な汚染源の配置に依拠し(附属書 I.)、現在の知識

によれば、影響をうけやすい特定の環境要素についてそれ以下では著しく有害な影響が発生しない一

又はそれ以上の汚染物質に対する曝露の定量的評価をいう(第 1 条 8 項)。 

 本アプローチは個々の汚染源と影響の推計に基づき、義務の差異化を定めるものである。このよう

なリスクに応じた責任の差異化というアプローチは高度の科学的知見に依拠し、かつ必要な範囲内で

削減を要請するため、関係当事国には公正な基準として、広く受け入れられている。また、このよう

な条約上の規制手法に基づく大気質の共同管理の効果は積極的に評価されている。 

 

イ） 京都議定書起草過程における附属書 I.締約国の削減目標値割当に関する各国の見解 

 AGBM 交渉における締約国の見解には(i) 排出量の均等化、(ii) 個別事情の考慮、(iii)GDP 又は削

減費用の均等化の３つがある。排出量については、国家単位、人口比又は GNP 比の均等化の提案があ

り、個別事情としては、土地・吸収源・気候条件等の物理的特性、人口学的特徴、エネルギー構成、

社会経済的特性等があげられている。過去の排出割合に応じた負担の配分という構想は条約採択前か

ら存在したが、AGBM 交渉においても排出総量又は温暖化に占める締約国のシェアを差異化基準とする

提案が存在し、ブラジル提案はこの点を最も包括的に扱った。 

 これら諸基準のうち、排出量の均等化は資源の衡平な配分の要請を反映し、総排出量又は温暖化に

占めるシェアという基準も負担配分における公正さを要請する。しかし、公正さ又は衡平は必ずしも

中心的な議論とはならず、各国は個別事情及び費用負担の均等化に依拠し、相互の関係又は優先順位

は明らかではなかった。 

このように、AGBM 交渉においては、客観的な差異化基準に基く義務の配分に関して、合意は成立せず、

削減目標値の割当は京都会議における政治的交渉に委ねられた。 

 

4）差異化の適用の限界・差異化の性質 

 第一に、現在及び将来の排出に関わる prevention/precaution の義務の適用可能性、枠組条約の性

質、留保との対比により、差異化の適用の限界について、法理論的な観点から検討した。第二に、差

異化の性質については、排出割当の社会的財としての性質及び条約制度の権利・義務の構成という二

つの観点から検討した。 

 

a. 全ての締約国の義務の可変性・流動性 

条約上、全ての締約国の義務と明示されているのは第 4 条 1 項のみである。しかし、枠組条約の動態

的性質を勘案すれば、締約国の義務は明文として規定される部分のみならず、条約目的から導出され、

規制措置の定立及び実施の文脈を構成する第３条の原則及び前文に依拠し、潜在的な規範的要請とい

うシャドウの部分を持つとみることができる。さらに、このような潜在的な規範的要請を具体化する

際には、国際慣習法等、背景的な国際規範に由来する責任を考慮に入れることができる。この点は、

条約レジームは自己完結的ではないとの解釈に依拠している。 

ところで、温室効果ガスの排出が温暖化に寄与し、甚大な被害の発生が相当な科学的確実性を伴って

予測されるとすれば、かかる排出行為の（条約義務の背景を成すと考えられる一般的義務という観点

からの）適法性が問題となる。このような問題は、排出行為の時間的次元を考慮に入れて、検討する
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必要がある。まず、過去の排出行為に関する「責任」は、一般に、責任の遡及効を認めることができ

ない以上、違法行為に対する法的責任(responsibility)とは構成しがたいとしても、過去の歴史的経

緯の考慮が条約前文にも反映される以上、先進国により重い負担を配分することを正当化する。しか

し、現在及び将来の排出については、（予防的性質を読み込んで解釈される）損害防止(prevention)

義務及び予防（precaution）原則に依拠し、温暖化のリスクに寄与する限りにおいて、国家の発展段

階を問わず、全ての国家に責任が生じると考えられる。つまり、条約上、途上国と分類されていても、

現在及び将来の排出については削減又は抑制の一般的責任を負い、条約制度内で、このような責任を

締約国の義務として合意することには、正当性が認められると考えられる。 

 

b. 差異化の適用の限界 

 さらに、CBDR に基づく差異化の適用には限界がある。 

 第一に、差異化は条約の留保と同様、条約の普遍性（広範な参加）と一体性とのバランス上にあり、

条約目的を達成するための手段として、許容されている（差異化の手段性）。したがって、差異化は留

保と同様、条約の「趣旨及び目的」の制約を受けると考えるのが妥当である。第二に、CBDR の意義を

社会的事実に基づき、不公正の是正を要請する原理的要請であるとみるならば、差異化の利益を享受

する資格は社会的・事実的状況の変化に応じて、流動的に捉える必要がある。 

そもそも、条約制度の下、「途上国」の定義は存在せず、他の環境保護条約、国際機構の分類と整合し

ない場合も存在する。先進国･途上国という二分法は必ずしも確定的な分類ではない。また、温暖化規

制制度においても、締約国の分類は二分法をとっておらず、分類の変更について、締約国会議は柔軟

な態度を示している。さらに、条約採択以後、途上国間の実質的な経済格差は拡大し、今後も全ての

途上国を同一類型として分類することが妥当であるかは疑わしい。 

このような状況の下、CBDR 原則の規範的要請を忠実に反映すべきであるならば、差異化の利益を享受

する資格については、社会的・経済的状況を適宜、評価し、見直しをする必要がある。 

 

c. 締約国会議の検討権限 

 締約国会議は第 4 条 2 項(d)の文言、及び第 7 条 2 項(a)に基づき、条約の定期的評価に基づき、途

上国の新たな約束を検討する権限を有すると解される。このような定期的評価は CBDR と矛盾せず、む

しろ、その精神をよりよく実現する手法である。 

 

d. 差異化の性質 

 ところで、仮に、差異化の境界が流動的に捉えられるとしても、全ての締約国が同一の基準に服す

ると捉える必要はあるのだろうか。つまり、CBDR の要請する差異化の性質とはいかなるものか。 

 第一に、差異化を将来において、解消されるべき暫定的格差と捉えるならば、先進国、途上国は一

元的な規範体系に規律され、非相互的な権利・義務の配分は原則に対する例外と位置づけられる。モ

ントリオール議定書における差異化はこのような例である。他方、温暖化規制制度の下では、緩和に

おける先進国の主要な責任と、持続可能な開発を追求する途上国の主要な責務（前文、第 3 条 4 項、

第 4 条 1 項）とを区別し、両者のバランスの下で、条約目的を達成することが予定されている。 

 さらに、仮に一部の途上国が主張する luxury emission/subsistence emission の区別が政治的レト

リックを超えて、一定程度、認められるとすれば、排出割当という財の価値は個々の社会において異
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なる意味を持つこととなり、異なる公正さの指針を検討する必要が生じてくる。もっとも、平等の要

請が資源の平等を目指すのか、福利の平等を目指すかは明らかでなく、この点は発展の権利論におい

ても、十分に議論されていない。また、温室効果ガスの排出割当は社会的・経済的開発の基礎として、

最も基本的な財であるが、その新規性ゆえに、社会的に確立した配分指針は存在していない。社会的・

経済的開発や、社会の福利という概念自体、構成員の価値の多様性に応じて、相対的である。 

 このように、多様な価値の並存を認め、相違を反映させるよう、財を配分するには、すべての相違

を取り除こうとするような絶対的平等とは異なる平等基準を考慮する必要がある。 

そこで、例えば、ウォルツァーの「複合的平等」論に基づけば、先進国における削減と、開発のニー

ズが充足されていない途上国の削減とは、犠牲にすべき価値の意味合いが異なるため、各々に妥当す

る配分指針も異なるべきであることとなる。さらに、個々の配分指針の割当が、他者に対する支配可

能性を排除するよう決定されるべきであるという倫理的な観点から、優先順位をつけられるとすれば、

生存に関わる不平等は、よりよい生活にかかわる不平等より、より根本的であるため、より重大であ

ると考えられる。 

 

e. 義務の配分の指標 

 そこで、第一に、開発のニーズが最も窮迫している LDC はさらなる負担から、免除される必要があ

る。また、気候変動の悪影響に対し、特に脆弱な諸国（第 4 条 8 項）も特別事情を考慮され、適応に

関する援助の受給資格として、sui general なカテゴリーとみなされる。第二に、一定の経済的成長

を遂げ、開発のニーズが充足されて、排出量（総量）が著しく増大する途上国については、差異化の

適用の限界という観点から、適当な負担配分を検討することができる。但し、発展段階の相違に基づ

く排出の価値及び先進国の歴史的排出の責任を考慮して、義務の性質は同一である必要はなく（量的

差異ではなく）、より緩和された、質的差異を考慮する必要がある。 

 

f. CBDR と衡平の関係 

 附属書 I.締約国間における差異化について、現在の条約の下では、第４条２項(a)が適用される。

今後の制度設計が同条同項(d)に依拠して開始されるとすれば、附属書 I.締約国間の差異化について

は、３条の原則のいずれかを特定しなくても、４条２項（a）の具体的基準を参照すればよいともいえ

る。もっとも、個別事情や持続的な経済成長を維持する必要性等の要因は「衡平かつ適当な貢献」に

包摂されると読むことも可能である。さらに、原則が規制の文脈を構成するとすれば、本条の「衡平

かつ適当な貢献」と、第３条１項の衡平を敢えて区別する必然性は乏しいように思われ、少なくとも、

その部分を構成するとみることは可能であると思われる。 

このような推論が妥当するとすれば、衡平は default 基準として、全ての締約国間の関係において機

能し、特に、社会的・経済的構造が同質である諸国間においては、４条２項(a)の個別基準を考慮に入

れることができる(この点は AGBM 交渉の検討とも整合性をもつ)。他方、社会・経済面で、構造的な格

差が存在する締約国間の差異化を導くものとしては、CBDR が機能するとみることができる。 

 

g. 「卒業」要件 

 第一に、絶対的免除の対象となる LDC については、国連経済社会理事会の定義の参照を明文で規定

すべきであろう。気候変動への対処において、問題となる絶対的貧困や、開発の欠如は、その他の開
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発援助フォーラムで参照される基準と特に区別する必要はないためである。他方、適応において、特

別の考慮が必要な諸国は温暖化規制制度に特有のカテゴリーである。適応措置の不確定性、対象範囲

の広範さにより、対象国の客観的定義への合意は困難であるため、締約国会議で対象国を決定し、リ

スト化して、適宜、修正する手続を明記することが望ましい。 

 第二に、その他の途上国は第二のカテゴリーに含まれるが、ここでも、差異化の程度には濃淡を設

け、排出量の割合が低く、開発により、基本的ニーズ充足が必要と認められる諸国については、気候

政策を持続可能な開発に統合するための政策措置の誓約を義務づけ、定期的検討の対象とするに留め

る。一定の経済的成長を遂げ、排出量の増大が見込まれる諸国については、基本的ニーズの充足を要

件として、エネルギー強度目標、部門別目標等、より厳格な排出抑制・削減措置を義務づける。 

 実質的には、この段階での「卒業」が問題となるが、以上の考慮に基づいて、a.排出量、b.経済的

能力、c.基礎的ニーズの充足という３つの基準を総合的に評価するものとする。a.については、前文

に依拠し、一人当たり排出量基準を用いる。B.は一人当たり GDP を用いる。C.は世銀の分類基準、UNDP

の人間開発指標を参照し、（ガバナンスの欠如というよりは）、経済的発展と強い相関関係が認められ

る要因（貧困率、乳幼児死亡率、平均余命、就職率、福利基準等）を抽出して、締約国会議で決定す

る必要がある。 

 

 

図1 CBDRの意義・沿革

現在及び将来世代のために地球環境の保護・保
全を図ることは全ての国家の責任であるが、途上
国の発展に配慮して、先進国はより重い責任を負

うべきである。

リオ宣言 原則７

地球環境の悪化に対する異なった寄与という観点から、各国は共通で
あるが差異のある責任を負う。先進諸国は、彼らの社会が地球環境
にもたらす圧力及び彼らが支配する技術及び財源の観点から、持続

可能な開発の国際的な追及において負う責任を認識する。

FCCC 第３条１項

締約国は、衡平の原則に基づき、かつ、それぞれ共通に有しているが
差異のある責任及び各国の能力に従い、人類の現在及び将来の世
代のために気候系を保護すべきである。したがって、先進締約国は、

率先して気候変動及びその悪影響に対処すべきである。

多数国間外交交渉に
おける南北間のパ

ワー・シフトの中から生
成

国際協力の規範的基礎

1989

1990
1992
1994
1995
1997
2002
2007

ハーグ宣言、ノールトウェイク(Noordwijk) 宣言
U.N. GAres.228(1989) 
第２次世界気候会議閣僚宣言(1990)第5文
開発と環境保護に関するリオ宣言（原則7）
気候変動枠組条約(第3条1項、第４条１項等)
ベルリン・マンデート
京都議定書
リオ会議+5
ヨハネスブルグ閣僚宣言

消費・生産パターンの変更(para.13)、気候変動(para.36)、
大気汚染(para,37)等

「Agenda 21及び、ミレニアム宣言を含む国際的に合意された
開発目標の達成」において、CBDRを考慮に入れて、
さらなる資金供与が要請される(para.75)。
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図2 CBDRの理論的基盤

CBDR

共通の責
任

責任の
差異化

共通利益の認識 実質的平等の
要請

地球環境の悪化・相互依存
格差は歴史的に形成され、
現在も是正されていない
＝不公正

CBDRは潜在的な矛盾・対立を内包する
現実の「格差」をどのように捉えるかにより、差異化の程度・限界は相違する

「格差」は固定的ではなく、動態的。格差の固定はフリーライドを招く？
←←格差は是正されていない！

図3 差異化の態様

差異化の態様 関連条約（規定）

（１）実体的義務

(a) 黙示的/相対的な差
異化

「その個々の状況及び
能力に応じ」、「可能
な限り、かつ、適当な
場合には」

CBD第6-8条、世界遺産条約第4、5条、ボン条約第2条、
オゾン層保護条約第2条2項、国連海洋法条約第194条、
207条、ロンドン条約第2条、バーゼル条約第4条2,9項、
12条、気候変動枠組条約第4条1項(f)、CITES第8条1,3項、
第13条2項等。

(b) 明示的な差異化 ①移行期間 モントリオール議定書(第5条)、ロンドン条約1996年議
定書（第26条１,2,4項）

②削減義務の基準年 1979年ECE長距離越境大気汚染条約/1991年揮発性有機化
合物(VOC)等の規制に関するジュネーブ議定書（第2条2
項(a)）、FCCC(第4条6項)・京都議定書（第3条5項）

③削減義務の有無 FCCC(第４条2項)・京都議定書（第３条1項、附属書B.）

（２）手続的義務 内容、提出期限 FCCC(第12条1,2,5項)

（３）履行確保 CBDRの考慮 京都議定書遵守手続・メカニズム（第IV部4, 第XIV部）,
バーゼル条約、カルタヘナ議定書（CBDRには言及なし）

（４）履行援助 ①資金供与 信託基金、世界遺産条約（第15条）、ラムサール条約
（Resolution VI.6）、モントリオール議定書（第10
条）、FCCC（第11条）、CBD（第21
条）、砂漠化対処条約(第21条)等。

②技術移転・技術協力 モントリオール議定書(第10条のA)、CBD（第18条）、砂
漠化対処条約(第18条)、FCCC(第4条3項)等。

③能力構築 砂漠化対処条約(第19条)
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図4  差異化の適用の限界

差異化の程度、方法は、原則として締約国の
裁量に委ねられている。

定期的評価

条約目的

差異化された
義務

条約の「趣旨・目的」を損な
わない（差異化の手段性）

実質的平等の実現に格
差の流動性を反映させる
べき（矯正的正義の要請）

差異化の適用の限界（締約国の
裁量の制約要因）  

 

図5  締約国のカテゴリーと卒業要件

締約国のカテゴリー 義務の内容 「卒業」要件

附属書I. 附属書II. 排出削減割当
（差異化：４条２項（ｂ））

経済移行国 排出削減割当
（差異化＋弾力的適用）

途上国（中進国） エネルギー効率改善、
セクター別目標値等
（質的な差異化）

途上国 SDを自国の開発政策に統合
させる措置

（SD・PAM等）

a.排出量(per capita)、
b.経済的能力(GDP per capita)
c.基礎的ニーズの充足
←総合的に評価する

LDC 絶対的免除 国連経済社会理事会決議

第４条8項国 絶対的免除（＋適応措置） リスト掲載と修正
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（5）国際法上の平等原則の検討（明治学院大学） 

 温暖化対策の基本原則の一つである「共通だが差異ある責任」の「差異」の解釈については、開発

途上諸国は温室効果ガス排出抑制・削減の義務そのものを負わないとする見解と、先進諸国とは異な

る範囲とレベルでその義務を負うとする見解とが対立している。ここでは、その解釈に関連して、自

然保全条約に基づいて国際法上の「平等原則」の観点から検討する。 

 

1）国際法上の「平等原則」 

 開発途上国が先進国とは異なる義務を負うということは、伝統的に国際法において「平等原則」と

の関係で検討されてきている。特に、第二次大戦後は国際組織との関係で、また、国際共同体的認識

との関係で、平等原則が再検討され、多くの環境条約にも反映されてきている。国家平等原則は主権

平等に基づいているが、一般的な平等論と同様に、それは、必ずしも同一性・斉一性を意味している

わけではない。実際、現実の国際社会においては、様々な面で国家には強弱が存在する。国内法にお

いても国際法においても、平等原則と現実に存在する格差との関係は避けて通れない問題である。正

義論における交換的正義と配分的正義と同様に、同一の権利義務を配分する「絶対的平等」に対して、

同一ではなく実情に応じた権利義務の配分を行う「相対的平等」、「比例的平等」または「機能的平等」

も求められている。さらに、現実社会の様々な面の強弱を前提として平等を考える手法に対しては「形

式的平等」であるとの批判もあり、本来の平等を求める「実質的平等」または法の適用の「結果とし

ての平等」が主張されている。 

a. 手続き面および実体面での平等 

 これらの平等原則には、手続き面での参加の平等と実体的権利義務面での平等の２側面がある。さ

らに、参加の平等には、組織自体、意思決定過程および機能遂行過程それぞれへの参加という３側面

がある。 

ア）手続き面での平等 

 手続き面での平等との関係では、「絶対的平等」を基本としつつも、「相対的平等」、「比例的平等」

または「機能的平等」という概念が用いられることが多い。これらは国際金融分野をはじめとして多

くの国際組織に適用されている。実際、財政負担義務や機能遂行能力に応じて常任理事国制度や加重

投票制度が採用されたり、特定国の意向に特別な配慮が払われたりしている。国際組織における参加

には三つの側面が考えられる。それらは、組織自体への参加、意思決定過程への参加、および機能遂

行過程への参加である。組織自体への参加とは、利害関係を有する国家すべてに対して同等の加盟資

格または出席資格が与えられるか否かに関わる。意思決定過程への参加とは、組織の意思決定に際し

て加盟国すべてが同等に関与し得るか否かに関わる。意思決定過程への参加は、国際組織が大型化し、

また、機能的にも発展して、理事会のような執行機関が重要な役割を果たすようになったことおよび

多数決制度が一般化してきたことによって重視されるようになった。国家平等に関して言われている

相対的平等または機能的平等は、この参加形態に関する平等の問題を対象としている。最後に、機能

遂行過程への参加とは、組織が自己の活動を実行して行く際に加盟国すべてが同等に参画し得るか否

かに関わる。具体的には、行政部門への参加、事業計画への参加などがそうである。この機能遂行過

程への参加は、技術移転との関係で特に最近重視されるようになってきている。国際組織の機能遂行

過程に参加することを通じて、行政上の様々な技能や経営管理能力を取得し得るし、また、特別な活

動計画が実施される場合(例えば、深海海底資源の開発)には広い意味での技術を取得し得るからであ
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る。以上の三側面の参加のうち、通常問題とされているのは第二の意思決定過程への参加であり、国

際組織における平等の確保という問題の中心に位置している。 

 第一に、組織自体への参加、先進国サミットなど限られた場合を除いて、参加は確保されていると

言えよう。第二に、意思決定過程への参加の平等の主張は、従って、実質的合意の達成を目標とする

実質的参加の確保という観点から組織の性格に応じて検討されることを必要としている。従来の相対

的平等という概念は、この点を見落としていた。その意味で、従来の相対的平等に表されていた平等

は、形式的であり、その下での参加も形式的参加にすぎなかったのである。従来の一面的な相対的平

等に対する修正が近年の国際組織において行われてきているが、それは正にその一面性に対する反省

に基づいている。相対的平等が絶対的平等の対立概念である以上、それは、絶対的平等が意味する同

一性・斉一性に対する柔軟な概念のはずである。しかし、従来の相対的平等は、「力」に「比例」した

比例的平等とも言うべきものであった。この「力」も「比例」もポジティブな側面を示しているが、

経済的弱さなどから生じる援助の必要度などのネガティブな側面は顧みられていなかった。「弱さ」に

比例する方向性または力に「反比例」する方向性が、従来の相対的平等の修正という形で提示されて

いるのである。 

今日、国際社会の大部分を、国家の数で見ても、人口で見ても、領域で見ても、開発途上国が占めて

いるのは紛れもない事実である。南北問題はそのような国際社会そのものの問題である。そのときに

圧倒的少数の先進国がすべての決定権を維持することは、不合理という誹りを免れない。一方、逆に、

経済的貢献力を有しない開発途上国が、数を理由としてあらゆる決定権を保有することも無意味であ

る。資金的貢献度以外の基準の考慮および加重の度合いの合理化に対する考慮を通じて代表・表決制

度における参加が検討されなければならない。 

 第三に、参加の平等のうち、機能遂行過程に関するものは、能力制限的平等（能力主義、自由競争

主義などに基づく平等）に対する批判を前提としている。能力獲得のための機会が均等に保証されて

いない場合には、能力制限的平等による参加制限はその基盤を失なうことになるからである。この批

判は、GATT の貿易原則や公海自由の原則などに対する批判と根を同じにしている。従って、機会の均

等要求との関係でこの機能遂行過程への参加は、富の取得および広義の技術取得を目標とする実体面

での平等要求に関わってくる。もちろん、上述の意思決定過程への参加も実体面での平等の確保と密

接に関係している。前述の相対的平等に対する批判として出された「弱さ」を考慮に入れた平等の主

張は、正に実体面においてより強く展開されている。こうして参加の平等は、UNCTAD 以来求められて

きている実質的平等の確保を促進させる働きをしているのである。 

 機能遂行過程への参加は、事務・行政部門への参加についても、また活動への参加についても、能

力平等主義に関わっている。どちらの場合にも、組織全体の利益およびその効率から見て一定の能力

基準が必要とされる。しかしながら、その基準を一律に適用する場合には、その前提として機会の平

等が確保されていることが不可欠であって、そうでない場合には、能力によって参加を制限する能力

平等主義は平等とは言えず、正当性を欠くものである。現在、必要とされる様々な能力の開発の機会

には平等は確保されていない。そのような状況の下では、機能遂行過程への参加の平等は、能力平等

主義の適用の前段階において国家単位のグループ枠の設定や優先的な参加の確保を必要とするのであ

る。 

 他方、この変則的事態の解消を目標とし、かつ、機会の平等化を図るために、教育・訓練に関する

国際的ブログラムを通じた能力開発も同時に必要とされる。これは、組織の利益および効率を向上さ
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せるためにも不可欠である。機能遂行過程への参加の平等は、従って、現在の異質的な国際杜会にお

いて能力平等主義をあてはめる際の欠点を、機会の平等の確保というそのための前提条件を満たす働

きをすることによって、補っていると言うことができよう。 

イ）実体面での平等 

 実体面での平等については、権利の過小配分に対する是正を求める段階から、実質的平等に基づく

権利義務配分を求める段階へと移ってきている。その典型的な事例は、貿易制度および国際基金制度

に見ることができる。これらの制度において、開発途上諸国から求められた貿易制限禁止義務や基金

拠出義務からの一般的免除が認められるようになってきている。そこにおいては、義務の軽減を認め

ることにとどまらず、義務の不存在を認めることにも至っている。 

このように、実体面においても、やはり「絶対的平等」を第１としながら、1960 年代以降、実質的平

等という概念が使われてきている。それは、平等とされる状況を想定し、それと現実との違いを解消

できるような権利義務の配分を行うこと、または、権利義務の配分に関する法制度を適用した結果が

平等になるようにすることを求める。この観点からは、相対的平等や比例的平等について、別の視点

からの相対性および比例性が主張される。それは、強者ではなく弱者であるが故の特別扱いであり、

または、強さではなく弱さを基準とした比例性の採用である。弱さを基準とする対応は、国内社会に

おいては社会福祉や社会保障に関する制度においてとられている考え方であり、国際社会においても、

開発途上国、特に、後発開発途上国について、また、近年は市場経済移行過程諸国について適用され

てきている。気候変動レジームにおいても、先進諸国、開発途上諸国および市場経済移行過程諸国の

リストに基づいて、それぞれに異なる義務配分をすることによってこの考え方は取り入れられている。

特に、開発途上諸国に対しては温室効果ガスの抑制・削減義務の不存在が確認されている。 

 このように、実質的平等は、現時点での格差と歴史的蓄積とを前提として、将来目標との関係 

で平等をとらえる。実質的平等は、この点において「共通だが差異ある責任」と内容的に同じで 

ある 10）。 

ウ）グローバルコモンズの管理 

 国際組織との関係において、資源開発、学術的調査、技術開発などの当該組織の下での活動への参

加の平等は様々なレベルで求められている。このような活動への参加の平等の主張は、国際共同体を

出発点とする国際共有物の思想を背景に持っている。深海海底資源や宇宙資源に対しては人類の共同

遺産という概念が設定されている。また、科学的または学術的知識も人類の共同遺産または人類の普

遍的遺産として認識されているし、さらに、各種の技術もそのように性格付けられることが多い。こ

のようなこれまでの国際社会には見られなかった概念、即ち、伝統的な原子論的主権国家並存の国際

社会に対する上位主体をそれらの集合体全体として位置付ける概念が、その背景にある。 

 現在の世代は地球生態系の基本的生命支持能力を減ずることなく将来の世代へ伝えなければならな

い。その生命支持能力を支える気候系や自然系または生物種はグローバル・コモンズとして、または

人類の共同遺産、世界遺産もしくは共通関心事として、地球的観点からの規制が求められている。こ

れらのグローバル・コモンズを保全・管理し、将来世代へ伝えるという義務は、従来の当事国間の相

互的義務に対して、普遍的義務（地球社会全体に対して負う義務）であるとされる。具体的には、月

協定（1979 年）および国連海洋法条約においては、月その他の天体または深海海底は人類の共同遺産

であると定められている。気候変動条約は、将来世代のために気候系を保護すべきであると定めてい

る。世界遺産条約は、将来の世代へ世界遺産を伝える義務を定めている。国際捕鯨取締条約、ワシン
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トン条約、ボン条約、生物多様性条約なども前文において将来世代へ生物種を継承することを記して

いる。また、ラムサール条約、世界遺産条約およびワシントン条約は、国家主権を前提としつつも、

国際的に重要な種または区域を指定・登録する制度を通じて、各国の主権下にある自然生態系および

生物種に対する国際的関与を定めている。これらの条約が対象とする資源または価値に対しては、国

際的な認定制度と管理・規制体制が樹立されている。なかでも、深海海底資源に関しては、国際海底

機構（ISA）が管理にあたるとされている。 

 他方、公海漁業資源についても国際管理の主張がある。ただし、遠洋漁業国による管理、沿岸国主

体の管理、そしてグローバル・コモンズとしての国際管理の主張が混在しており、管理主体、費用負

担、漁船登録制度、利用料金制度などの詳細は詰められていない。なお、公海漁業協定においては、

旗国の管理に基づく漁船登録制度が採用されているだけで、グローバルな観点からの管理制度や利用

料金制度は採用されていない。 

 グローバル・コモンズに関わる場合は、積極的な対応をしなくても他人の努力の恩恵を享受できる。

そのような事態は、積極的な行動をとった国々の努力の効果を減少させるとともに、これからそのよ

うな行動をとろうとする国々の意欲を減退させ、利益と不利益の享受と負担の不平等を生じさせる。

そのため、締約国に対する利益の供与または非締約国に対する不利益の強制に関する措置が定められ

ることがある。モントリオール議定書、バーゼル条約、気候変動条約および生物多様性条約は、締約

国に対しては技術協力や資金協力というメリットを設定している。逆に、ワシントン条約、モントリ

オール議定書およびバーゼル条約は、非締約国との貿易条件を厳しくしたり、または、禁止したりし

ている。 

 次に、普遍的義務に関する違反の取締も重要になる。気候変動条約および京都議定書は、遵守委員

会を設置し、違反の認定と処遇を定めている。モントリオール議定書は、違反の認定と違反国に対す

る処遇を定めている。バーゼル条約およびバマコ条約は、条約違反に関する当該締約国以外による通

報制度を定めている。ワシントン条約やラムサール条約も、締約国会議や事務局の権能を通じて監視

および通報システムを動かしている。これらの条約のような個別的手続きによるのではなく、グロー

バルな観点からの取締および監視の機能のために国際環境審判所を設置すべきであるという提案や、

環境オンブズマンなどの主権国家以外の関与が必要であるとの提案もされている。なお、環境に関す

る国際的な認識の高まりを受けて、国際司法裁判所は、1993 年に環境特別裁判部を設置した。ハーグ

常設仲裁裁判所も、環境分野の重要性に鑑み、仲裁と調停に関する選択規則を採択した。 

 このように、既存の国際組織によっても、監視のための対応がとられつつある。今後、さらに、グ

ローバルな視点に基づく制度にすることと、環境と同様にグローバルな性格を有する人権や労働に関

する条約と連携することが必要とされている。 

 

3）気候レジームと平等 

 以上のように、国内法においても国際法においても、全く同一の権利義務が配分されるということ

は希であり、何らかの違いや区別を反映した配分が行われてきた。国際法および国際組織に限ってみ

ても、強大国の負っている責任を考慮して大きな権利が配分され、その恩恵を受ける弱小国には小さ

な権利が配分されてきた。義務配分についても同様であり、強大国には大きな義務が課される一方で、

弱小国には小さな義務が設定されるかまたは義務そのものが設定されないことも珍しくない。先進諸

国と開発途上諸国との政治経済面での違いに基づいて、実体的な権利義務についてこれらの国家グル
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ープ間に異なる設定がされている分野としては、ブレトンウッズ機構において開発途上諸国は出資義

務を負っていないこと、および、GATT において開発途上国一般特恵が認められていることなどが先例

としてあげられる。 

a. 気候変動条約における原則 

 気候変動条約の原則を定めている第３条１項には、気候変動対策に関する基本原則が定められてお

り、具体的には、衡平原則、共通だが差異ある責任、応能原則が示されている。その適用結果として、

先進国による率先的な対策を求めている。２項においては、開発途上国に対する特別配慮が定められ

ており、それは第１項の基本原則に対する付加的原則である。それにより、特に、技術、資金および

対応能力が不足する開発途上諸国に対して、温室効果ガスの抑制・削減ならびに気候変動による影響

の緩和と適応に関する能力の構築と向上について支援協力することが求められている。３項において

は、予防原則、効率性原則、総合政策が定められており、それらは４項の前提として位置づけられて

いる。４項は、持続可能性原則を定めており、人間活動は生態系の支持能力の範囲内において効率的

に行うべきことを求めている。５項は、自由貿易原則の維持と恣意的・偽装的差別貿易の禁止を定め

ている。 

b. 生物多様性原則と平等原則 

 自然環境および生物資源利用に関する基本原則として、衡平確保、生態系優先、環境危害防止、予

防対応、学際的対応、教育訓練啓発、国際協力を挙げた。気候変動条約第３条においては、そのうち、

衡平確保については第３条１項、生態系優先については同４項、環境危害防止、予防対応については

同３項、学際的対応、教育訓練啓発、国際協力については同２項および５項が対応している。 

 他方で、平等原則については、参加の平等のうち組織参加については、気候変動条約および京都議

定書ともに、それ自身と下部機関への参加ならびに意思決定過程への参加について、平等が確保され

ている。さらに、機能遂行過程への参加についても、特に、緩和・適応に関する能力構築との関わり

で検討が進められている。また、実体的権利の平等については、次に述べるように、温室効果ガスの

抑制・削減義務の軽重にとどまらずその有無にまで至る差異が定められている。財政負担と基金の使

用権についても同様である。 

c. 共通だが差異ある責任 

 気候変動や地球環境問題において用いられている「共通だが差異ある責任」の内容としては、国に

よって義務に違いがあること、特に、先進国には削減義務が課されるのに対して、開発途上国には義

務設定がないかまたは軽減された削減義務が課されること、また、義務達成にあたって資金と技術を

含む国際支援があることなどが説明されることが多い。しかしながら、これらは従来の国際法制度に

も取り入れられていたことであって、気候変動問題特有の取り扱いではない。「共通だが差異ある責任」

を気候変動にとって特殊な責任概念として位置づける積極的理由はなく、それは伝統的な「相対的平

等」や「機能的平等」または「実質的平等」の域を出ていない。したがって、「共通だが差異ある責任」

の適用にあたっては、上記の平等概念のうちでも「実質的平等」と「機能的平等」を用いることが有

益と思われる。それにより、今後の温暖化対策の制度枠組みと義務設定の評価作業を補強することが

できる。具体的には、主要国（温室効果ガスの主要排出国、温暖化対策に関する主要技術保有国、主

要資金提供国など）の参加確保と主要活動（エネルギー、運輸、産業、家庭など）の規制確保に関す

る制度と手続きについて検討する際の基準になりうる。 
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（6）国際法上の汚染者負担原則（PPP）に関する検討（海上保安大学校、独立行政法人 国立環境研

究所） 

 第 1 に、「汚染者負担原則（PPP）」が想定する費用負担の主体と客体（汚染者と被害者の区別が明確

である場合に限定されるか否か）と費用負担の範囲（汚染の「事前防止」の費用か、汚染発生の場合

の「事後救済」の費用も含むのか）にとりわけ注目しながら、国際法上及び国内法上の PPP に関する

研究動向を批判的に検討し、この主題をめぐる研究状況をレビューし、同原則のあり方を明らかにし

た。 

 気候変動抑制のための将来枠組み構築を論ずるに際しては、費用負担の問題を避けて通ることはで

きない。PPP を基盤とした枠組みを論じることにより、将来枠組みに関する議論に法学的側面から一

定の示唆を導くことができる 11)。 

a. PPP の動態的展開への着目の必要 

  PPP は、1972 年に OECD 勧告で示された費用負担原則である。この勧告における PPP は、外部不経済

の内部化の観点から、受容可能な状態に環境を保持するための汚染防止費用は汚染者が負うべきとす

る原則であり、その費用負担の範囲は、環境復元や損害賠償のような汚染発生の場合の「事後救済」

の費用を含まず、あくまでも汚染の「事前防止」の費用にとどまるものであった。しかし、OECD のい

う PPP は、汚染者が第一次の負担者であるということを述べるのみであり、環境政策を具体化する際

に必ず問題になる「汚染者とは誰であるか」「いかなる費用をいかなる政策手段のもとでどれだけ支払

うべきか」を明言してないため、この勧告を具体化する局面では同勧告との何らかの「ズレ」が生じ

るのは不可避である。PPP の展開において生じた「ズレ」とそれにかけられた負荷を分析する作業に

よって、それぞれの規範的文書における PPP の位相を明らかにし、さらに、PPP の現実適合的なあり

方についての知見を抽出していくことが重要である。 

b. PPP の内在的分析の深化の必要 

  地球規模の環境問題の解決のための費用負担のあり方に関する議論においては、PPP の国家間にお

ける適用可能性やその実体的論点の検討をふまえて、費用負担のあり方が導かれることは少なく、実

効的な問題解決のあり方やその実現のための費用負担のあり方があらかじめ措定された上で、その正

当化を図る一資源としてある特定の費用負担原則が動員されることが多い。しかし、途上国援助の必

要性から直接に費用負担原則の適用の「切り換え」が導かれてしまうのであれば、費用負担原則は、

事実としての必要性の正当化を図るための資源にとどまり、環境政策の「指導原則」とはいえなくな

る。途上国援助の必要性を承認しつつ、当該必要性と費用負担原則の切り換えを費用負担原則内在的

に捉える可能性について、検討を深めていく必要がある。とりわけ、温暖化対策の文脈においては、

京都議定書のもとで温室効果ガスの削減義務を負わない非附属書Ⅰ国の排出量が 2030 年から 2050 年

の間に附属書Ⅰ国全体の排出量を超えるとしており、仮に 2013 年以降の地球温暖化対策の制度設計に

おいても途上国援助の必要性を承認するのであれば、当該援助を費用負担原則内在的に把握する可能

性についての検討は不可欠である。 

 

 

（7）自然環境および生物資源利用に関する諸原則（明治学院大学） 

 ここでは、気候変動レジームとの関わりにおいて、自然環境および生物資源利用、または文化的側
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面に関する条約制度において定められている諸原則について検討する。 

1）既存条約における共通項目 

 自然環境の保全管理に関わる諸条約およびそれらの下の決議や勧告などにおいては、ほぼ共通して、

生物多様性の確保、生物種の絶滅防止、持続可能性の確保、事前評価、予防対応、適応型管理、情報

公開、および、公衆参加などが基本的な原則および手続きとして定められている。 

 まず、生物多様性の確保は、基本枠組み条約である生物多様性条約をはじめとして、多くの条約に

おいて確認されている。生物多様性条約以前に作成された条約においても、関連する規則や手続きの

中で生物多様性の確保が定められるようになってきている。他方、生物種の絶滅防止は、ワシントン

条約など野生動植物に関する多くの条約において、中核的な原則として確認されてきている。 

 次に、持続可能性の確保は、漁業や林業など生物資源の利用に関わる条約において再確認されてき

ている。ボン条約（1979 年）、南極海洋生物資源保存条約（1980 年）、南太平洋流し網漁業禁止条約（1989

年）、北太平洋溯河性魚種条約（1992 年）やその他のサケ・マスを対象とする条約のように、混獲や

生態的要素を重視するものも増えてきている。ワシントン条約、ラムサール条約および生物多様性条

約も関連する種および生態系への配慮を定めている。 

 手続き的側面では、計画されている事業による環境影響についての事前評価は、経済活動一般につ

いても、生物資源利用についても、多くの条約において再確認されている。評価にあたっては、自然

科学的な側面だけではなく、社会的、文化的な側面の評価も求められている。 

 生物資源利用にあたって予防対応をとるという原則（予防原則）は、1990 年代以降定着しつつある。

それは、科学的根拠または科学的知見が不十分なために環境に悪影響を与えることが明らかではなく

ても、取り返しのつかない事態を防止するために予防的な対応行動をとることを求めており、水産業

などの生物資源利用または地球環境問題に関して強く提唱されてきている。 

  適応型管理は、資源管理措置を固定化せずに試行的に適用し、実際の状況をフィードバックしてそ

れに最も適応するように随時変更することを求めている。この管理手法は生物資源管理に最も適して

いるとされ、水産業をはじめとして多くの条約で再確認されている。 

 情報公開は、情報取得の保障と決定過程の公開を含み透明性の確保とも呼ばれる。また、それは、

公開することに併せて根拠を示して説明する責任を含む。他方、公衆参加は、情報収集過程、規則制

定過程および審査・決定過程ならびに司法救済制度への参加を含む。公開と参加は、以上の原則など

を手続き面から補足する役割も有しており、ＮＧＯとの関係において多くの条約において再確認され

ている。特に、ECE のオールフス条約は公開および参加の権利を法的に保障することおよびそれらの

権利行使によって差別や不利益を受けないように確保する義務を定めている。 

2）ガイドラインなどにおける共通項目 

 生物資源利用に関する上記の基本的な原則や手続きは、生物多様性条約のもとのガイドラインをは

じめとして、次のような法的拘束性のない文書においても定められている。 

 生態系アプローチ原則は、生物多様性条約の第５回締約国会議において採択された決議（Ecosystem 

Approach: Decision V/6）に定められている。その後、科学技術下部機関において、原則ごとに詳細

な 項 目 を 含 む 文 書 が 採 択 さ れ た （ Ecosystem Approach: Further Conceptual Elaboration: 

UNEP/CBD/SBSTTA/5/11, 23 October 1999)。 

 アジスアベバ持続可能な利用原則は、生物多様性条約の第 10 条の具体化を目的として、第７回締約

国会議において採択された（Addis Ababa Principles and Guidelines on Sustainable Use of 
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Biodiversity: Decision VII/12 Sustainable Use (Article 10), Annex II）。 

 外来種管理指針原則は、生物多様性条約の第６回締約国会議で採択された（Guiding Principles for 

the Prevention, Introduction and Mitigation of Impacts of Alien Species that Threaten Ecosystems, 

Habitats or Species: Annex to Decision VI/23 on Alien species that threaten ecosystems, habitats 

or species）。生物資源の持続可能な利用そのものを扱っているのではないが、関連項目が記されてお

り、予防対応、生態系アプローチ、危険性評価、透明な手続き、調査とモニタリング、教育と普及啓

発、情報公開および参加を含む 15 の原則が示されている。 

 薬用植物保全利用原則は、1993 年に採択された指針を生物多様性条約に即して改定する作業の成果

であり、WHO、IUCN、WWF および TRAFFIC の協力で行われてきた。 

 生物資源利用原則案は、日本の国際比較環境法センターの下に組織された「生物多様性研究会」に

よって提示されたものである（生物資源の保全と持続可能な利用に関する原則とガイドライン、2002

年 7 月 30 日、国際比較環境法センター生物多様性研究会）。 

3）共通する法原則および基準のカテゴリー分類 

  以上の諸条約およびガイドラインなどに共通している法原則および基準は、いくつかのカテゴリー

に分類することができる。具体的には、生物資源利用に当たっての基本項目を提示する「基本原則」、

それらの適用に当たり必要とされる「基本手続き」、また、具体的な生物資源の管理に際して必要とさ

れる項目を提示する「資源管理手法」、および、生物資源に関わる法制度、行政制度、経済制度を定め

る「制度整備」である。 

 以下のように、そのうち、基本原則には、衡平確保、生態系優先、環境危害防止、予防対応、学際

的対応、教育訓練啓発、国際協力などが含まれる。基本手続きには、情報公開、事前評価、モニタリ

ングが含まれる。そして、資源管理手法としては、生態系に応じた空間および時間枠、権限は地元に、

適応型管理、参加型管理が含まれる。また、制度整備としては、政策および法令の整備、支援措置の

提供、慣習的権利および伝統的知識の尊重、実施確保および紛争回避、司法救済、内部経済化と責任

ある商慣行が含まれる。 

 以上の原則や手続きに関しては、その具体的な内容を方向付けるための基準として、以下のような

項目が必要となる。 

a. 基本原則 

 衡平確保については、生物資源の保全および利用が人類全体の関心事項であること、現世代と将来

世代との衡平を確保すること、現世代間での衡平を確保すること、先住民および地元共同体の関与を

保証すること、生物資源の保全と利用とのバランスを図ることなどが挙げられる。 

 生態系優先については、生態系アプローチを基本とすること、生態系の保全を優先すること、生態

系の許容量の範囲内の利用とすること、生物資源の保全は義務であること、保全のための基本戦略を

定めることなどが含まれる。 

 環境危害防止については、生物資源の利用行為が生態系または環境に対する損害を生じさせないこ

と、ほかの形態の資源問題または環境問題を生じさせないこと、生じさせた損害に責任を負うこと、

利用行為に伴う汚染および廃棄物を最小化させること、損害防止のための措置をとることなどが挙げ

られる。 

  予防対応については、科学的根拠が存在していなくても悪影響の蓋然性が有ればその予防のための

措置をとること、法的レベルに留まらず可能な限り最善のレベルを達成すること、対象とするかまた
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は関連する生物資源の動向を把握すること、リスク評価にあたっては公衆による評価を組み入れるこ

と、利用にあたっては適切なリスク管理措置をとることなどが挙げられる。 

  学際的対応については、関係する生物資源について分野横断的な価値評価を基礎とすること、生物

多様性の多面的な価値および長期的な価値を認識すること、様々な範囲およびレベルの利害当事者・

行為者の関与を保証すること、そのために多角的な調査を行うこと、関係する社会制度の連携を図る

ことなどが挙げられる。 

  教育訓練啓発については、生物資源や生物多様性の重要性に関して普及啓発を行うこと、分かりや

すいパンフレットなどを配付すること、講演会やシンポジウムを行うこと、生物資源の持続可能な利

用に関して公式および非公式の教育を行うこと、生物資源に関わる人物に対して訓練および能力向上

のためのプログラムを行うこと、教育訓練啓発を資金・技術・専門家に関して支援するための制度を

整備することなどが含まれる。 

 国際協力については、情報交換を行うこと、研究協力を行うこと、資金面および技術面で協力する

こと、生物資源に関わる変化および緊急事態について関係諸国に通報すること、緊急事態の改善につ

いて協力すること、複数国間での共有資源の保全管理について協力すること、関連国際組織において

報告および検討のための制度を整備すること、関連する諸条約間での調整を図ること、多様なセクタ

ー間での国際協力を図ること、違反事例に関する情報交換を制度化することなどが挙げられる。 

b. 基本手続き 

 情報公開については、科学的知見および先住民や地元住民の知識と慣行を含むあらゆる関連情報の

収集と考慮、情報交換、情報公開、情報アクセスの保証、機密情報管理などが挙げられる。 

 事前評価については、環境影響評価の実施、生態系評価の実施、リスク評価の実施、ベースライン

データの調査、多面的評価項目の設定、累積的遅発的影響の評価、生態系に対する悪影響の回避、中

間評価の公表と意見受け付け、評価根拠の提示、説明責任、許認可手続きとの連携などが含まれる。 

  モニタリングについては、モニタリングの実施、モニタリング結果の管理措置への反映、モニタリ

ング結果の環境影響評価制度への反映などが挙げられる。 

c. 資源管理手法 

 生態系に応じた空間および時間枠については、生態系に対応した適切な空間と時間枠の設定、生態

系の機能の範囲内における管理、水系全体を含めた管理、長期的な管理目的の策定、生態系を重視し

た生産管理などが挙げられる。 

 権限は地元にという項目については、地方分権化、地元への管理権限の委譲、最も地元レベルへの

権限付与、資源と関わりの深い地元当事者の権利保障、地元共同体による管理の尊重、地元への非木

材林産物などの提供、地元共同体との協働などが挙げられる。 

 適応型管理については、生態系の変化を前提にした管理、生態系の状況に即応できる適応型管理、

調査結果の管理制度への反映、管理効果の評価とその反映などが挙げられる。 

 参加型管理については、自然資源の管理目的は社会の選択に委ねること、すべてのセクションによ

る関与の確保、すべての利害当事者の関与の確保、管理計画の策定・実施・見直しへの公衆参加、計

画の最も早い時期からの参加、自由で完全で意味のある参加の保証、地元共同体との協働などが挙げ

られる。 

d. 制度整備 

 政策および法令の整備については、政策および法律枠組みの策定、法制度の整備、関連法令の調整
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と連携、関連政策と法令の見直しなどが含まれている。 

 政策実現および法令遵守を促進するための支援措置の提供、遵守の確保、積極的な実施の奨励、行

政組織の整備などが挙げられる。 

 慣習的権利および伝統的知識の尊重については、慣習的権利の尊重、慣習的権利の新たな権利とし

ての認定、伝統的知識の保護、伝統的な共同体管理の尊重、伝統的な知識の知的財産権としての保護、

伝統的な権利と知識の利用から生じる利益の衡平な配分の保証などが挙げられる。 

 司法救済については、紛争の回避および解決、司法アクセスの保証、司法救済手続きの利用による

不利益の否定などが含まれる。 

 内部経済化と責任ある商慣行については、市場の改善、経済的インセンティブの統合、費用便益の

内部経済化、市場をゆがめるかまたは生息地破壊などをもたらす政策・法律・規則の廃止、生物資源

の保全管理費用の内部経済化、生物多様性価値の増加分の利益配分への組み入れなどが挙げられる。 

 

 

（8）地球温暖化防止の国際制度における諸原則が機能する局面と原則相互の関係（龍谷大学） 

 地球温暖化防止の国際制度というと、先進国と途上国の約束の配分や、先進国間の削減負担の配分

にその関心が集まりがちだが、現行の京都議定書をとっても、削減の約束、負担だけではなく、京都

メカニズム（市場メカニズム）や遵守制度、資金供与・技術移転、適応策などいくつかの制度要素か

ら制度は構成されている（図 1 参照）。 

 これまでの検討をふまえると、検討の対象としてきた原則の多くは、複数の制度要素に対して、そ

のあり方を規定するように機能する。反対に、それぞれの制度要素は、一つの原則によってそのあり

方が規定されるわけではなく、複数の原則が機能する中でその制度要素のあり方が規定されている。

温暖化防止の国際制度において注目を集めがちな国家間での削減負担の配分においても、図 2 が示す

ように、複数の原則が機能してそのあり方が決まる可能性がある。 

 検討の対象としてきた原則のうち、予防原則は、「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすことと

ならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させること」を究極的な目的と定め、こ

の安定化の水準は、「生態系が気候変動に自然に適応し、食糧生産が脅かされず、かつ、経済開発が持

続可能な態様で進行することができるような期間内に」達成されるべきとする国連気候変動枠組条約

2 条の中長期目標の水準や設定の方法、中長期目標に至る道筋（一定の時点での削減の水準設定）＝

制度総体としての目標の水準の議論において主として機能する。 

 他方で、衡平や共通だが差異ある責任原則などの多くの原則は、資金供与、技術移転なども含めた

制度全体の設計のあり方を規定し、なかでも、国家間、とりわけ、先進国と途上国間の負担配分の局

面で機能する。 

 国際法上、衡平は、主として、海洋（大陸棚と経済的排他水域）の国家間の境界画定をめぐって国

際司法裁判所で援用されてきた。また、国際河川を中心に共有天然資源の利用について「衡平な利用」

義務という形で取り込まれている。いずれの場合も、一定の限られた空間・資源を利害が相反する国

家の間でいかに配分するかという局面において機能してきた。 

 国際司法裁判所は、海洋の境界画定をめぐって国際司法裁判所が適用してきた衡平を、事件ごとに

紛争当事国が合意した場合に裁判所が適用する「衡平と善（ex aequo et bono）」（法の外の衡平）と

明確に区別し、裁判所の決定は、法によって要請される衡平であるとする 12）。これは、Akehurst が、
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「Equity infra legem（実定法に内在する衡平）」と分類したものに該当し、個別の事案の事実に法を

適応させるのに使われ、厳格な法の適用が、明らかに不公正な結果をもたらしうる例外的な場合に矯

正する原則（principe…correctif）として援用されるものである 13）。確かに、国際司法裁判所の判

決でも、チュニジア・リビア大陸棚事件が、衡平の適用は「衡平な結果に達するという目的の有用性

に照らして評価されなければならない」としているように、衡平の適用は、その事案において考慮す

べき要因（規準）を考慮して、衡平な結果に確実に達することをその目的としている。Thomas Franck

は、こうした衡平を、その機能から「資源の割当への正義導入の方法としての衡平」と位置づけてい

る 14）。 

 こうした国際法における衡平の展開と、気候変動枠組条約 3 条の起草過程をふまえると、締約国は、

人類の現在及び将来の世代のために気候系を保護すべきであるが、その保護は、明らかに不公正な結

果をもたらさないように締約国により行われなければならないということを意味する。明らかに不公

正な結果をもたらさないためには、この気候系の保護という事案において、考慮すべき要因を考慮し

てその結果が異常に衡平さを欠くということがないことを衡平は要請している。 

 そうした観点からは、この衡平と共通だが差異ある責任原則は一定の共通点（関係性）を有すると

考えられる。すなわち、共通だが差異ある責任原則は、気候系を保護すべき共通の義務を締約国は有

するが、その気候系を保護する義務は、問題への寄与度や問題対応能力によって差異が設けられるべ

きことを意味する。衡平そのものは、こうした問題への寄与度や問題対応能力といった要因（規準）

の考慮を明記しているものではないが、地球温暖化問題がエネルギーの利用と密接に関わる問題であ

り、経済発展に大きな影響を与えるものであることを考えると、先進国と途上国との間の発展の格差

や、国際社会において正統性を承認されている途上国の発展のニーズの実現を考慮すれば、これら二

つの要因が適切に考慮されなければ、すなわち、共通だが差異ある責任原則が適切に適用されていな

ければ、衡平な結果を実現できていない（衡平の誤った適用がなされている）と十分考え得る。その

意味で、共通だが差異ある責任原則と衡平は、一定の関連性を有しているということができる。 

 共通だが差異ある責任原則については、先に述べたとおりだが、他方で、差異化の基準として、一

般に（i）問題への寄与度と（ii）問題対処能力があげられ、（i）の問題への寄与度は、汚染者負担原

則と、（ii）の問題対応能力は、応能原則との関連性がうかがわれる。 

 最後に、汚染者負担原則については、気候変動枠組条約において規定されている原則ではないが、

各国においては共通した法原則である。削減負担の配分の局面においても機能しうる（例えば、後述

のブラジル提案）が、これまでの排出により生じる温暖化の悪影響への適応の費用負担の配分という

局面では他の原則と比較してより決定的な役割を果たしうる（後述）。 
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温暖化抑制目標（大気中温室効果ガスの
濃度の安定化の水準とスケジュール）の
設定

資金供与、技術移転

市場メカニズム（京都
メカニズム）

削減義務の設定方法と負担配分
＊義務の性質・タイプ ＊目標年
＊法的拘束力ある約束か
＊義務の対象（国家or非国家、先

進国・途上国の内部での分類など）
＊対象ガス、吸収源の扱い など

先進国と途上国の間の削減負担 先進国間、途上国間の削減負担

応能原則 汚染者負担原則共通だが差異ある責任原則

予防原則

持続可能な発展原則

CDM

適応対策

遵守制度

衡平（世代間衡平）
衡平

緊張関係？

緊張関係？

どんな関係？

どんな関係？
どんな関係？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 持続可能な発展原則（条約3条4項）

応能原則

（条約3条1項）

汚染者負担原則

（国際競争上の衡平）

共通だが差異ある責任

原則（条約3条1項）

応能原則

原因者負担原則

原因者負担原則

（主要排出国について）

先進国と途上国の間の
削減負担

先進国間、途上国間の
削減負担

条約の究極目的

（条約2条）

予防原則（条約3条3項）世代間衡平

「世代内」衡

平

(
条
約
３
条
１
項)

衡

平

図 7 負担配分に関する法原則間の関係

図 6 制度設計と法原則 
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（9）2013 年以降の中長期的な国際制度提案における法原則の位置づけに関する全体動向の検討 15）（龍

谷大学） 

 これまでに提示されている大別して 17 の提案、1. Kyoto Plus 提案（1-1 Multi-stage approach、

1-2 Sector-based CDM、1-3 SD-PAM）、2. ブラジル提案、3. トリプティーク提案の途上国参加バ

ージョン、4. 多部門収斂提案（Multi-sector convergence proposal）、5. 選択得点提案（Preference 

score proposal）、6. 収縮・収斂提案（Contraction and convergence proposal）、7. 事務局によ

る排出枠買い上げ、8. 炭素排出原単位提案（Carbon intensity proposal）、9. ２トラックアプロ

ーチ、10. 排出基準や燃費基準、11. 一律炭素税、12. 技術基金創設、13. 米中２国間+その他、

14. 主要排出国だけで合意、15. オーケストラアプローチ、16. 地域ごとに取組み、17. 

Safety-valve 提案（表 2 参照）について、各提案における法原則の位置づけを検討した。提案には、

具体的な制度として構築するだけの具体性を欠くものもあり、検討結果は暫定的なものである。 

 まず、全体として、途上国に何らかの削減努力を求める場合でも、義務の内容、程度、条件などに

ついては、先進国と途上国の間に差異を設けるという点は大筋において共通している。気候変動枠組

条約が定める原則のうち、共通だが差異ある責任原則、衡平の原則は、そうした観点からは、多くの

提案において考慮されている。ただし、制度におけるその具体化は様々である。第二に、とりわけ京

都議定書の枠組を基礎とする提案においては、途上国の持続可能な発展をいかに確保するかを考慮し

た提案が見られる。第三に、上記の提案は大きく二分され、科学的知見に基づいて温暖化防止に必要

とされる量と速度で削減を確実に行うためにいかに制度を構築するかという「トップ・ダウン・アプ

ローチ」をとる提案群と、米国や途上国の参加を確保するという合意可能性の観点から合意できると

ころをまず積み上げて制度を構築するという「ボトム・アップ・アプローチ」をとる提案群に分かれ

る。特徴的なのは、後者の提案群については、条約が列挙する原則についてはほとんど考慮が払われ

ていないように見える点である。 

 

表 2 2013 年以降の国際制度に関する主要な提案＊ 

 提案の概要 

1. 京都議定書＋（プラス）

提案 

・附属書 I 国（先進国）に京都議定書型の絶対排出量に上限を設ける

形での削減義務を定める 

1-1 マルチステージ・アプ

ローチ（Multi-stage 

approach） 

・ 経済発展の度合いに応じて、途上国に異なるタイプの約束（①非定

量的約束→②炭素集約度目標→③排出量安定化→④排出削減目標）

を課し、最終的に京都議定書型の削減義務を負う国を拡大する 

・ 最終段階の排出削減目標は時間とともに厳しくなる 

1-2 セクター別 CDM 

（Sector-based CDM） 

・ 途上国はセクターまたは地域単位でCDMを一定量受け入れることを

義務とする 

1-3 持続可能な発展政策

措置（SD-PAM）  

・ 途上国は経済計画に温室効果ガスを削減する政策と措置を盛り込

み、実施することを義務とする 

2. ブラジル提案 ・ 附属書 I 国のみが数値義務を負う。2020 年までに附属書 I 国全体で

1990 年比 30％削減。5 年ごとに暫定的目標を設定 

・ 削減負担はその国の過去の排出が地表温度の変化に寄与した度合

いに応じて配分 
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・ 超過分については、クリーン開発基金に超過炭素トンあたり 3.33

米ドル支払う 

3. トリプティーク提案 

（Triptych proposal） 

・ エネルギー集約部門、発電部門、家庭その他部門（家庭のエネルギ

ー消費+商業部門、運輸、軽工業、農業）の 3 つの部門について異

なる削減目標を設定し、部門ごとで算出される数値をもとに、国に

割り当てられる排出枠を計算する（エネルギー集約部門では、炭素

集約度目標の改善目標（国ごとで異なる）、発電部門では脱炭素化

目標（国ごとで異なる）、家庭その他部門では、一人あたり排出量

を均一化） 

4. 多部門収斂提案 

（Multi-sector  

convergence proposal） 

・ 電力、産業、運輸、家庭、サービス、農業、廃棄物の 7 つの部門に

ついて二酸化炭素換算の排出量（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒

素）を計算。最終的に収斂することをめざして、特定の削減率を各

部門に適用して次の期間の排出割当を計算。国家経済の部門ごとの

分析、最終的な地球規模の収斂の必要性、特別な状況に直面する国

への追加割当量の付与という 3 つの原則に基づく 

5. 選択得点提案 

（Preference score  

proposal） 

・ 排出実績（grandfathering）に応じた割当と一人あたり排出量（per 

capita）に応じて割当のいずれか好む方に国家が投票する。国家は、

人口に応じた票数を有し、票数の割合に相当する排出枠をそれぞれ

の方法で割り当てる（例えば、投票の 75％が per capita を支持し、

25％が grandfathering を支持した場合、排出枠全体の 4 分の 3 を

per capita で割り当て、4 分の 1 を grandfathering で割り当てる）

6. 収縮・収斂提案 

（Contraction and 

convergence proposal） 

・ 二酸化炭素の大気中の安定化濃度目標を決定。それに基づき許容さ

れる総排出量をわりだす。一人あたり排出量を同じくするという原

則に基づいて、国家に排出枠の割当を行う 

7. 排出上限なし排出量取

引提案 

・ 各国がなりゆき（BAU）の排出量分の排出枠を割り当てられる。国

際機関が、この排出枠を購入。購入資金は、各国が一定の基準に基

づいて拠出 

8.  炭素集約度提案 

（Carbon intensity  

proposal） 

・ 排出総量に関する目標ではなく、国家経済の炭素集約度改善目標を

負う 

9. ２トラックアプローチ ・ 絶対排出量削減・抑制目標か特定の政策・措置をとる約束かのいず

れかを国が選択する 

10. 排出基準や燃費基準  ・ 国際的に基準を統一、調和させる 

11. 国際炭素税提案 ・ 一律の炭素税を各国が導入する（途上国に低めの税率も可） 

12. 技術基金創設 ・ 国家は基金を設置し、基金に拠出する。参加国の民間主体に技術開

発への資金を供与 

13. 米中２国間+その他 ・ 米中は２国間協定を結ぶ。その他は京都議定書型の制度。将来的に

国際排出量取引制度への米国、途上国の参加をめざす 



 H-7-37

14. 主要排出国だけで合

意 

・ 主要排出国による合意優先。セクター別、業種別の基準、対策等に

ついて合意 

15. オーケストラアプロ

ーチ 

・ 排出量取引条約や技術条約等、テーマごとに複数の条約を設ける 

16. 安全弁 

（Safety-valve）提案 

・ 排出量取引制度の排出枠価格に上限設定。排出枠の売却益で研究開

発と途上国の温暖化対策に資金を供与 
＊ 高村ゆかり「京都議定書第１約束期間後の地球温暖化防止のための国際制度をめぐる法的問題」『ジュリスト』

No. 1296、2005.9.1 より抜粋。なお、ここで紹介した提案の多くは、亀山康子氏（国立環境研究所）の収集によ

るものである。概要の記述、分類などについては高村の責任による。 

 

（10）2013 年以降の中長期的な排出抑制のための主要な制度提案における法原則の位置づけに関する

検討（独立行政法人国立環境研究所） 

 2013 年以降の中長期的な排出抑制のための国際制度提案における法原則の位置づけに関する検討

を行った。PPP を基盤としているとされるブラジル提案（累積排出量に基づいて排出抑制義務を配分

する負担配分方法）と、衡平性を基盤としている収束・収斂提案（1 人当たりの温室効果ガス排出量

が中長期的に世界一律になるように各国に排出許容量を配分する負担配分方法）を題材にとりあげ、

軸となっている原則とその他の法原則との関係につき検討した。 

1) ブラジル提案 

 ブラジル提案とは、負担配分方法の 1 つで、各国の過去の排出量が気温上昇に与える影響に応じて

排出削減義務を設定するという考え方である。もともとは、京都議定書交渉中、附属書Ⅰ国間の負担

分担の方法として、ブラジル政府代表団によって提示されたもので、附属書Ⅰ国に対し、2020 年まで

に温室効果ガスの排出を 1990 年比で 30％削減することを求め、そして、各附属書Ⅰ国の排出削減義

務を、1840 年以降のエネルギー部門及びセメント生産から生じた累積排出量の全球気温上昇への寄与

度に応じて設定するというものであった。この考え方の根底には、「共通だが差異ある責任」原則、汚

染者負担原則がある 16)。また、この中で「クリーン開発ファンド」（CDF）（後に議定書の CDM に発展）

も考案されていた。これは、附属書Ⅰ国が排出目標を達成できなかった場合に、超過 1 炭素トンあた

り 10 ドルを支払うよう求め、この資金が非附属書Ⅰ国におけるクリーン開発プロジェクトに主に提供

される（10％を上限として適応プロジェクトに回される）というものである。結局、ブラジル提案は

議定書には採用されなかったが、負担分担の考え方としては、途上国を含む全世界に拡張することが

できる。 

 ブラジル政府は、(i) 各附属書Ⅰ国の過去の排出量が気温上昇に与える影響に応じた排出削減義務

の設定、(ii) 先進国が拠出する CDF の非附属書Ⅰ国への供与、(iii)非附属書Ⅰ国の適応プロジェク

トへの CDF の一部充当、の 3 点につき、PPP の実現であるととらえている。 

 ブラジル提案の長所としては 17)、第 1 に、条約 3 条にある「共通だが差異ある責任」原則を真正面

からとらえたものと評価でき、理論的には、途上国も含めた全世界規模の負担配分のあり方を検討す

ることを可能にしていることである。また、条約プロセスでの科学的方法論上の検討を通じて、途上

国にも温暖化の責任がまったくないわけではなく、地球的な規模での対策の必要性を提起してきたこ

とが挙げられる。第 2 に、汚染者負担原則を国際レベルで適用し、歴史的な排出責任に応じた排出削

減義務のあり方を検討するという視点を提示したことである。第 3 に、科学的知見に基づいた負担配

分交渉の実現可能性を示していることである。京都議定書の目標値の設定方法が恣意的であったとい
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う批判があることに鑑みれば、これは重要な点である。さらに、条約プロセスにおいて科学的方法論

的側面の検討が行われてきており、精緻化がはかられてきていることも特筆に価する。第 4 に、京都

議定書との連続性を保つことができることである。全体の排出上限を定め、これを各国に割り振ると

いう大枠は、議定書と同じであり、これまでの国際交渉の蓄積を活かすことができる。しかしながら、

乗り越えるべき課題も少なくない。第 1 に、複雑な仕組みであることが挙げられる。第 2 に、各国の

温室効果ガス排出量のデータの信頼度と累積排出量の根拠とをどこで折り合いをつけるかという問題

がある。第 3 に、遡及責任の問題である。化石燃料の燃焼の帰結について知らなかった頃の温室効果

ガスの排出について各国に責任を負わせることは適当か、という問題提起は、この提案が出された当

初からなされてきた。第 4 に、途上国を含める際の問題である。ブラジル提案は、もともと、附属書

Ⅰ国のみに適用されることが想定されていたこともあり、経済成長を考慮に入れていない。途上国の

排出は経済発展のニーズを満たすために増加することが見込まれるため、これがこの提案を全世界レ

ベルに適用する際の障壁となる。 

 ブラジル提案は、科学的・方法論的側面に限定されてはいるが、条約プロセスでの検討が行われて

きているが、将来制度においてその参加が鍵とされる、米国も中国も反対の姿勢を示している。上述

の課題を克服するための方策について議論されている 18)。 

2) 収縮・収束提案 

 収縮・収束提案とは、英国の NGO である Global Common Institute（GCI）によって提案された負担

配分方法であり、1 人当たりの温室効果ガス排出量が中長期的に世界一律になるように各国に排出許

容量を配分するというものである。これは、衡平性の確保を目指す最も基本的な考え方であるといわ

れる。この考え方には、2 つの段階がある。まず、事前に合意された安全とみなされる濃度に安定化

させるための世界全体の温室効果ガス排出許容量を設定し（これを収縮(Contraction)という）、そし

て、これをもとに、将来のある時点において（2050 年、2100 年、2150 年といった設定が示される）、

1 人当たりの排出量が同じになっていくように（これを収束(Convergence)という）各地域に排出許容

量を分配する 19)。収束年以後の排出量は、その年の排出許容量を人口で割ったものとなり、地域別排

出許容量は、世界人口に占める人口割合によって決まる。その後、各国の排出許容量を決めるための

交渉が行われる。この排出量が、国家間、地域間、国内で取引される。また、収縮及び収束の割合は、

安定化濃度に関する科学的知見や経済状況を勘案して定期的に更新される。 

 本提案は、大気を地球公共財ととらえ、地球上のすべての人間が等しい権利を有するとの考えに基

づいたものであり、枠組条約の究極目標（2 条）や原則（3 条）、とりわけ、衡平性の実現を重視して

いる。京都議定書では衡平性への対処が総合的になされたことと比べると、この提案は、排出量の目

標値設定のみで衡平性を確保しようとしているアプローチであるといえよう。 

 そもそも、気候変動対処のための国際制度では、2 つの衡平性の課題を考慮する必要があることに

留意しなければならない 20)。1 つは、温室効果ガスの排出国と気候変動による被害国（主に途上国）

との間の衡平性である。もう 1 つは、世代間の衡平性であり、現在の人類が排出する温室効果ガスが

将来の人類の生存に影響を及ぼす点である。この他に、途上国における一人あたり排出量は、先進国

と比較するといまだかなり小さいことについても留意されるべきである。他方、この提案の難点とし

て、以下 3 点指摘できよう。第 1 に、収縮レベルの国際的合意が困難であると予想されることである。

第 2 に、地域別排出許容量が人口によって決まるため、人口増加のインセンティブを生むおそれがあ

ることである。第 3 に、人が必要とするエネルギー消費量は、地域による気候の違いや、産業構造差、
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生活形態に関する文化の違いなどの影響が大きいが、この点が考慮されていないことである。 

 各国の政府機関、研究機関、NGO 等からの提案を分析すると、衡平性の具現化に向けて、少なくと

も中長期的（2050 年等）には、1 人当たり排出量の一律化を目指すべきという見解を示すものは比較

的多くみられる。近年、欧州の主要国が中長期目標を設定しているが、その基盤として、一人当たり

排出量を均等にする考え方が採用されている。たとえば、ドイツ連邦政府気候変動問題諮問委員会

（WBGU）報告書（2003）は収縮・収束提案を採用しており、また、フランス気候変動問題省庁間専門

委員会報告書（2004）及びスウェーデン環境保護庁報告書（2002）は、一人当たり排出量を指標とし

ている。したがって、中長期的な枠組みにおいて、1 人当たり排出量が指標として用いられる可能性

もあるが、それにあたっては、人口増加のインセンティブとならないような方策（たとえば、ある年

以降の人口増加は地域別排出許容量の算出にあたって考慮しないとするカットオフ年の設定等）をと

ること、また、人が必要とするエネルギー消費量を決めるファクターを考慮に入れること等が必要に

なってくる。 

 

 

（11）2013 年以降の国際制度設計に伴う法的問題の分析 21）（龍谷大学） 

1）市場メカニズムと国際制度 

 2013 年以降の制度設計において、京都メカニズム、とりわけ CDM を継続するか、いかに位置づける

かによって制度のあり方を大きく左右する可能性がある。市場メカニズムがより効果的に役割を果た

すには、市場メカニズムを通じて獲得される排出枠がより高い経済的な価値を有することが必要であ

る。その価値が高いほど排出枠獲得のための投資と技術移転を呼び起こすこととなる。排出枠の価値

が高くなるには、排出枠を義務的に必要とする需要側の存在が必要であり 22）、国家であれ民間主体で

あれ、義務を負う主体に対して、達成されるべき厳しい削減目標が国際的または国内的に課せられる

ことが求められる。同時に、それらの主体による目標の遵守が確実に担保される強力な遵守制度の設

置も求められるだろう 23）。さらに、市場メカニズムは、自国における削減よりも費用対効果の高い方

法で削減を可能にすることにより、国家間の削減負担の配分の衡平性に影響を与える可能性がある。

こうした観点から、負担配分を規律する原則の検討においても、市場メカニズムの位置づけを考慮す

ることが必要である。 

2）現行の議定書の制度との連結・調整 

 議定書の枠組を基本的に維持し改善する場合も、議定書とは連続しない制度とする場合も、いずれ

も現行の議定書の制度との調整と連結が必要となる。とりわけ、議定書と連続しない制度とする場合、

現行制度との調整と連結には一層の留意が必要である。例えば、CDM は、排出削減事業では発行期間

を最大で 21 年、吸収源強化事業については最大 60 年という長期の発行期間が認められており、第一

約束期間を超える発行期間の設定が可能である。2013 年以降の制度においてこれらの排出枠の価値が

ないまたは下がる（と事業者が考える）場合、第一約束期間における事業の実施が抑制され、排出枠

の価格も抑えられるだろう。また、削減義務の不遵守に対して遵守委員会の執行部がとりうる措置は、

いずれも 2013 年以降議定書と基本的に同様の制度が継続することを前提として遵守確保効果を発揮

する。議定書と異なる構造を持つ制度が導入されたが十分に調整されない場合、第一約束期間の削減

義務の不遵守に対して遵守委員会が効果的に対処しうる措置がなく、議定書の実施を阻害しかねない

ことに留意を要する。また、議定書の制度枠組が継続する場合でも、次の約束期間が 2013 年から開始
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しない場合にも暫定的な調整が必要だろう。 

 

 

（12）適応策の基盤となる法原則に関する検討（独立行政法人国立環境研究所） 

 適応策の基盤となる法原則に関する検討を行った。国際レベルの適応策に関する現行制度を概観し、

国際交渉の現状を踏まえ、それらの問題点を明らかにした。そのうえで、適応策に関する将来枠組み

提案につき検討した。 

 適応とは、「既に発現しているもしくは予期される気候及びその影響に対してとられる、生態学的、

社会的、経済的システムの調整」と定義される 24)。温暖化対策としては、緩和（温室効果ガスの排出

削減と吸収源増強）を中心に進めるにしても、今後避けられない温暖化の影響が出てくるとされる。

そこで、国際社会は、緩和の補完として、この影響への対応、すなわち、適応を考えることが必要に

なる。ここ数年、気候変動に関する国際交渉における適応策の重要性に対する認識が急速に高まって

いる。中長期の制度設計においては、長期を見据えた大幅な排出削減の取り組みに加えいかに適応策

を行うかが中心課題となる。適応策に関する現行制度の問題点を明らかにしたうえで、適応策に関す

る将来枠組み提案につき法原則の観点から検討した。 

 まず、現行の気候変動枠組条約及び京都議定書は適応に関する規定を含んでいるが、その問題点と

しては、いかなる措置／行動をもって気候変動の影響への「適応」とするかが曖昧なまま、「適応」と

いう語が断片的に登場していることや、適応につき、締約国がとるべき措置の具体性に欠ける点や、

また条約も議定書も締約国に対し、気候変動による悪影響に適応するため、とりうるあらゆる措置を

とるという一般的義務を設定していないことが挙げられる 25)。 

 国際交渉の場においても、適応策よりも緩和策の方が優先されてきたが、ここ数年、適応策の重要

性に対する認識が急速に高まってきた。その背景としては、第 1 に、気候変動の影響の発現が免れ得

ず、それはとりわけ適応能力の小さい途上国で早い時期に顕在化することが研究により示され、途上

国の適応能力を向上させるための取り組みが緊急課題であることが多くの政策決定者により理解され

るようになってきたこと、第 2 に、将来枠組みにおいて途上国（とりわけ大規模排出途上国）の参加

を求める観点から、先進国が適応策の拡充の必要性を認識するようになったことが挙げられる。 

 国際交渉における議論から浮かび上がってきた課題は下記 3 点にまとめられる。 

1) 適応策の策定に必要な情報交換・経験共有の促進 

 各国／地域の実情にあった適応策を練るためには、信頼性の高い影響評価及び脆弱性評価が必要だ

が、途上国には、それを実施するための知識・技能を有する人的資源が不足しており、適応技術を含

む基礎情報の整備・集約・共有も遅れている。信頼性の高い影響評価及び脆弱性評価を実現するため

の能力構築が重要であり、先進国－途上国間の技術移転と途上国間の情報共有がさらに進められる必

要がある。また、過去の気候関連災害に対する経験や、それを軽減するために取られてきた地域固有

の比較的安価な対策が、将来の気候変化による影響被害を軽減するためにも有用であり、主として先

進国において開発・実施される技術的対策と適切に組み合わせて利用していくことで、適応を効率的

に実施していくことが求められている。 

 なお、COP11（2005 年 11-12 月、モントリオール）において決議された気候変動の影響、気候変動

に対する脆弱性及び適応に関する 5 か年作業計画である（COP11 決定 2）。本作業計画は、各国が影響・

脆弱性・適応への理解を深め、評価を改善し、科学的および社会経済学的知見に基づいた適応活動に
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関する意思決定を可能にすることを目指している。これにより、先進国・途上国の別を問わず、すべ

ての国の適応策の策定能力向上が期待される。 

2) 適応策のメインストリーミング化 

 過去の気候関連災害に対する経験や、それを軽減するために取られてきた地域固有の比較的安価な

対策が、将来の気候変化による影響被害を軽減するためにも有用であり、主として先進国において開

発・実施される技術的対策と適切に組み合わせて利用していくことで、適応を効率的に実施していく

ことが求められている。そして、適応策は、たとえそれが効率的・効果的なものであったとしても、

貧困削減、産業発展といった既存の上位開発政策との一貫性を有していない場合には、適切に実施さ

れない。適応策を開発政策と独立したものとして別個行うのではなく、開発政策と結びつけていく、

いわゆる適応策のメインストリーミングの重要性が増してきている。このメインストリーミングの鍵

となる概念として、多くの研究において「持続可能な発展」が挙げられる。「適応策と対応措置に関す

るブエノスアイレス作業計画」（COP10 決定 1）でも主要項目に盛り込まれているし、また、多くの文

献もこの点を指摘している。適応策の政策オプションに関する研究が少ない中でも、適応策と持続可

能な発展のリンケージの必要性を指摘するものは比較的多く見られる。たとえば、適応策を持続可能

な発展イニシアチブに組み込むために既存の ODA の評価の必要性を指摘するもの 26)、地方レベルでの

適応プロジェクト実施の際に国際環境条約の相互連関（インターリンケージ）を考慮する必要性を指

摘するもの 27)、貧困削減を気候変動への脆弱性低減の一環として位置づけるもの 28)、リスク管理アプ

ローチを世界銀行の業務プロセスや、プロジェクト・サイクルに取り込む必要性を指摘したもの 29)等

が挙げられる。 

3) 適応関連資金メカニズムの改善 

 COP1（1995 年）において、COP1 決定 11 が採択された。これは、適応策の実施の大まかなタイムテ

ーブルを示すためのものであり、具体的には、適応を、①ステージ I：計画、②ステージⅡ：対策措

置、③ステージⅢ：十分な適応を促進する対策措置、の 3 つのステージで行うものとし、地球ファシ

リティー（GEF）はこの指針に従って資金供与を行っている。その後、COP7（2001 年）において、条

約下に特別気候変動基金及び後発発展途上国基金が、議定書下に適応基金が新たに設置された。 

 現行の適応関連基金は、表 1 に示す通りである。現行制度では、京都議定書下の適応基金以外は、

先進国の自主的拠出金に頼る制度となっている。途上国は、拠出金が少ないことや、GEF が管理して

いる基金の申請に必要な手続が煩雑であることや、実際に資金供与を受けるまでに時間がかかること

等につき不満を表明している 30)。また、過去の温室効果ガス排出の責任を有する先進国が適応のため

の費用を全面的に負担するよう求めている。しかしながら、気候変動枠組条約第 4 条 4 項は、先進国

の責務として、途上国による適応費用の負担を支援することのみを規定しており、先進国による全面

負担を要請しているとは解することはできない。したがって、どの地域ないしプロジェクトに対して

資金供与するか、優先順位をつける必要が生じており、現行の資金供与メカニズムを円滑に運用する

ためにも、影響評価や適応能力評価の研究成果の充実が期待される。 
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表３ 適応関連基金 

基金名 設立 

根拠 

受 益 主

体 

資金源 適応 PJ

の段階 

“地球環境の

便益”の扱い

主な COP 及び 

GEF ガイダンス 

GEF 信託基

金 

条約 途上国 GEF ス テ ー

ジⅠ、Ⅱ

・地球環境の

便益を達成す

るための増分

費用 

COP1 決定 11、COP7

決定 5 

GEF/C.23/Inf.8 

GEF 適応に

関する戦略

的優先分野

（SPA） 

条約 途上国 GEF ス テ ー

ジⅡ 

・地球環境の

便益を達成す

るための増分

費用 

COP7 決定 6 

GEF/C.23/Inf.8 

特別気候変

動基金 

条約 途上国 先 進 国

の 自 主

的 拠 出

金 

ス テ ー

ジⅡ 

・適応措置に

かかる追加的

費用 

・スライディ

ングスケール

の採用 

COP7 決定 5、COP7

決定 7、COP9 決定 5、

GEF/C.24/12 、

GEF/C.25/4/Rev.1 

後発発展途

上国基金 

条約 後 発 発

展 途 上

国 

先 進 国

の 自 主

的 拠 出

金 

ス テ ー

ジ Ⅰ →

ス テ ー

ジⅡ 

・適応措置に

かかる追加的

費用 

・スライディ

ングスケール

の採用 

COP7 決定 5、COP7

決定 7、COP7 決定

27、COP7 決定 28、

COP7 決定 29、COP9

決定 6、 

適応基金 議定書 と り わ

け 脆 弱

な 発 展

途上国 

（ 適 格

性 ク ラ

イ テ リ

ア は 交

渉中） 

CDM の

収 益 の

一部、先

進 国 の

自 主 的

拠 出 金

等 

（ 交 渉

中） 

（交渉中） COP7 決定 5、COP7

決定 10、COP7 決定

17、COP/MOP1 決定

28 

出典：Mace, M. J., “Funding for Adaptation to Climate Change: UNFCCC and GEF Developments since 
COP7”,RECIEL 14(3)(2005)をもとに筆者作成。 

 

 将来枠組み提案のほとんどが緩和策に関するものであり、適応策の扱いは、その拡充の必要性につ

いて言及される程度で、関連する具体的な施策を盛り込んだものは少ない。その数少ない例としては、

①UNFCCC 防災基金の設立（気候変動による影響への対応と気象関連災害への国際救援活動の費用をカ

バーする）31)、②UNFCCC 及び京都議定書下の適応関連基金（最後発発展途上国基金、特別気候変動基
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金、適応基金）を基盤としてとりわけ脆弱な国（島嶼国等）の適応を支援するもの 32)、③排出量取引

による収益により、適応保険を設置し、適応と被害の補償への充当を提案するもの 33)、④気候変動の

悪影響への責任に対し、先進国の汚染者負担原則に基づく支出を求め、さらに、官民のパートナーシ

ップにより保険制度の構築を提案するもの 34)、⑤汚染者負担原則に基づき世界における被害額に応じ

て排出国から費用を徴収し各国の被害額に応じて資金を配分するもの（本研究課題からの提案）35)、

⑥気候変動の影響に最も脆弱な国々への資金供与（適応能力を高める間に被支援国が低排出発展経路

をたどるための政策措置のための支援を含む）及び適応技術の移転を確保することを内容とする適応

議定書を策定するもの 36)、が挙げられる。法原則と関連する提案は、④と⑤であり、いずれも原因者

負担原則と関連しているといえる。 

 将来枠組みにおける適応策については、どうすれば各国／地域がそれぞれの実情にあった適応策を

練ることができるような能力を得られるよう国際枠組みの中で確保するか、また、適応策をいかに発

展途上国の開発政策の中に取り込んで推進するか、といった様々な課題が存在するが、関連研究者は、

既存の資金供与メカニズムに加えて、適応のための何らかの資金源が必要となることを認識し、主た

る関心を「適応のための資金をいかにして確保し、それをどのように配分するか」に向けていること

がわかる。国際交渉過程を見ても、適応に関する議題では、適応措置に対する資金供与への途上国の

大きな期待と、先進国のさらなる負担へのおそれとのギャップがとりわけ大きく、それが交渉を停滞

させる要因のひとつになっていることに鑑みても、適応に関する費用負担とその配分のあり方を検討

することが必要である。 

 適応費用の負担配分の基盤を構成する法原則として、原因者負担原則の直接適用が考えられる。上

記既存提案の中でも言及されている。これは、原状回復費用・被害補償費用についての原因者負担原

則の適用の問題であるとされる。この場合、温暖化ガスの排出による寄与と、被害との（総体的でよ

いにせよ）因果関係の証明は回避することが難しく、これが最大の問題である。途上国が環境負荷発

生者であった場合、それが支払えない理由は応能負担に求めるとしても、（i）その場合に先進国が肩

代わりをすべきか、(ii)被害国が自己負担をすべきか、はたまた、(iii)原因国（途上国）が将来所得

水準が上がってから払うべきかは明らかではない。国家責任の考え方を推及できるのであれば、最終

的には原因国が支払う（（iii））との考え方になろう。もっとも、ここで、応能負担、共通だが差異あ

る責任の観点を重視して、（一部）途上国については免責されるという考え方もありうるが、その場合

には（ⅰ）か(ⅱ)を選択することになる 37)。 

 原因者負担原則を中心とした将来枠組み提案（とりわけ、資金供与メカニズムに関するもの）を構

築する作業を行った。現状の資金供与メカニズムとの整合性をどうはかるか、あるいは、汚染者負担

原則を基盤とした資金供与メカニズムに統合するのか（たとえば、現行の京都議定書下の適応基金は

適応に関する具体的なプロジェクトに対する支援であるが、上述の原因者負担原則をベースとした枠

組みは、資金の拠出側も支援を受ける側も国家を基盤とすることになるが、どのように調整をはかる

か）等の課題が存在している。 

 

 

５．本研究により得られた成果 

（１）科学的意義 
・2013 年以降の温暖化防止の国際制度に関する研究が世界的に進行する中で、世界的に見ても温暖化
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の国際制度に関する法律学からのインプットは必ずしも多くない。国際社会が合意を積み重ねてきた

法原則に基づいて中長期的な国際制度のあり方を検討することは、これまでの国際社会の合意の水準

を明らかにし、それに基づく国際制度のあり方を考えるというボトムアップのアプローチをとるもの

で、効率性といった理論的指標から制度を考案する経済学などの制度研究とは異なる角度から、国家

の合意可能性が高く、説明可能で、環境上の有効性という条件を満たす制度の構築を探るという独自

性を有している。後述の項目に記した国内外において発表した多くの業績を通じて、法律学からの貴

重なインプットとなったと考える。 
・これらの研究成果は、国際環境法の主要原則と確立しつつある原則の内容と射程を明らかにしてお

り、地球温暖化問題のみならず他の地球環境問題に関しても有効なインプットとなっている。 
 
（２）地球環境政策への貢献 
1）高村は、2004 年４月に発足した中央環境審議会地球環境部会「気候変動に関する国際戦略専門委

員会」の委員として検討に参画し、気候変動対策に関する将来の国際的枠組みのあり方について、各

専門の立場から意見した。また、同委員会と並行して設立された「気候変動次期枠組みに関する IGES

ワーキンググループ」にて、高村、久保田が作業に貢献した。 

2）高村は、2005 年 8 月より、産業構造審議会環境部会地球環境小委員会将来枠組み検討専門委員会

に委員として検討に参画し、気候変動対策に関する将来の国際的枠組みのあり方について、専門の立

場から意見した。 

3）高村は、2006 年 1 月、地球温暖化に関する 3 審議会委員懇談会に参加し、「2013 年以降の国際制度

をめぐる国際交渉の現状と展望」という題名で報告した。 

4）久保田は、気候変動枠組条約締約国会議等における「気候変動の影響、並びに気候変動に対する脆

弱性及び適応に関する 5 か年作業計画」の策定交渉や適応基金に関する交渉への関与を通じ、本研究

課題の成果の寄与に務めている。 

5）日英の議員、産業界、研究者からなる日英 21 世紀委員会第 23 回合同会議（2007 年 2 月）におい

て、日本側のスピーカーとして「Japanese responses to climate change and opportunities for closer 

cooperation between the UK and Japan」という報告を行い、討議に参加、貢献した。 

6）今後 2013 年以降の国際的枠組みに関する交渉が本格化するため、本研究の成果や研究に関わる情

報の広報、普及に努め、政策への貢献に努める。 
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